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  第４類 職制及び服務 

   第１章 組織、処務 

   ○大里広域市町村圏組合職員定数条例 

                                  昭和47年4月24日 

                                  条例第3号 

                               改正 昭和48年11月30日条例第 3号 

                                  平成11年11月30日条例第 2号 

                                  平成13年 3月30日条例第 1号 

                                  平成14年 3月29日条例第 1号 

                                  平成15年11月25日条例第 7号 

                                  平成18年 3月31日条例第 1号 
 

 （目的） 

第１条 この条例は、職員（臨時又は非常勤の職員を除く。）の定数を定めることを目的とする。 

 （定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 管理者の補助職員  ４５人 

 (2) 議会の職員  ４人 

 (3) 監査委員の職員  １人 

 (4) 公平委員会の職員  １人 

 （職員の定数の配分） 

第３条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和48年11月30日条例第3号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成11年11月30日条例第2号） 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成１１年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成13年3月30日条例第1号） 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成14年3月29日条例第1号） 

 この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成15年11月25日条例第7号） 

 この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年 3月31日条例第1号） 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合職員の再任用に関する条例 

                                  平成14年3月29日 

                                  条例第2号 

改正 平成17年10月 1日条例第 1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４第１

項、同条第２項及び第３項（法第２８条の５第２項及び第２８条の６第３項において準用する場合を含む。）

並びに地方公務員法等の一部を改正する法律（平成１１年法律第１０７号）附則第５条及び第６条の規定

に基づき、職員の再任用（法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは

第２項の規定により採用することをいう。次条において同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （再任用） 

第２条 職員の再任用に関しては、熊谷市職員の再任用に関する条例（平成１７年熊谷市条例第３３号）の例

 による。 

   附 則 

 この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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   〇大里広域市町村圏組合女性の職業生活における活躍の推進に 

関する法律の特定事業主等を定める規則 
                                  平成28年3月28日 

                                  規則第8号 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成２７年政令第３１８号）第１条第２項

の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１５

条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるも

のとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。 

管理者 管理者が任命する職員 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する 

    条例 
                                平成18年3月31日 

                                  条例第4号  

                             改正 平成 28年 3月 23日条例第 4号 

                             改正 平成 29年 3月 22日条例第 1号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２の規定に基づき、人事行政

の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （任命権者の報告） 

第２条 任命権者は、毎年７月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告し

なければならない。 

（任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が 報告しなければならない事項は、職

員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。) を除く。以下同じ。) に係る次に掲げる事項とする。 

(1)  職員の任免及び職員数に関する状況 

(2) 職員の人事評価の状況 

(3) 職員の給与の状況 

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(5) 職員の休業の状況 

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(7) 職員の服務の状況 

(8) 職員の退職管理の状況 

(9) 職員の研修の状況 

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

 （公平委員会の報告） 

第４条 公平委員会は、毎年７月末日までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければ

ならない。 

 （公平委員会の報告事項） 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 

 （公表の時期） 

第６条 管理者は、第２条及び第４条の規定による報告を受けたときは、毎年１２月末日までに、第２条の

規定による報告を取りまとめ、その概要及び第４条の規定による報告を公表しなければならない。 

 （公表の方法） 

第７条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。 

(1) 大里広域市町村圏組合公告式条例（昭和４７年条例第１号）第２条第２項に規定する掲示板に掲示す

る方法 

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める方法 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年3月23日条例第4号抄） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29年 3月 22日条例第 1号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合職員の人事評価実施規程 
                                    平成28年4月1日 

                                    訓令第2号  

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２３条の２第２項に規定に基づき、人

事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。 

（準用） 

第２条 人事評価については熊谷市職員の人事評価実施規程（平成２８年熊谷市訓令第１０号）を準用する。

なお、深谷市からの派遣職員の人事評価制度については深谷市人事評価実施規程（平成２８年深谷市訓令

第９号）を、寄居町からの派遣職員の人事評価制度については寄居町人事評価実施要領（平成２８年３月

制定）を準用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合事務局設置条例 

                                  昭和47年4月24日 

                                  条例第4号 

 

 （事務局の設置） 

第１条 管理者の権限に属する事務を処理するため、大里広域市町村圏組合に事務局を置く。 

 （委任） 

第２条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 
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   ○大里広域市町村圏組合事務局処務規則 

                                  昭和47年6月15日 

                                  規則第1号 

                               改正 平成13年 3月30日規則第 4号 

                                  平成14年12月20日規則第 1号 

                                  平成15年 3月31日規則第 6号 

                                  平成16年 3月18日規則第 1号 

                                  平成17年10月 1日規則第 9号 

平成19年 3月30日規則第 2号 

平成20年11月18日規則第 1号 

平成22年12月 3日規則第 1号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合事務局設置条例（昭和４７年条例第４号）第２条の規定により 

 管理者の補助機関に関する組織及び職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （会計管理者の補助組織） 

第１条の２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第５項の規定により、会計管理者の権限 

に属する事務を処理させるため、会計課を置く。 

 （課及び係の設置） 

第２条 事務局に次の課及び係を置く。 

 (1) 総務課 庶務係 

 (2) 介護保険課 管理係 認定係 保険係 

 (3) 業務課 業務係 

 (4)  会計課 

２ 前項に規定するもののほか、課に属する機関及び施設は次のとおりとする。 

 介護保険課 出張所 

 業務課 熊谷衛生センター、深谷清掃センター、江南清掃センター、大里広域クリーンセンター 

 （局長等） 

第３条 事務局に局長、次長、課に課長、出張所及びセンターに所長、係に係長を置く。 

２ 管理者は、事務局に副参事又は副課長を置くことができる。 

３ 管理者は、課及びセンターに主幹、主査又は主任を置くことができる。 

４ 管理者は、前項までの規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、熊谷市職員の職名に関する

規則（平成１７年熊谷市規則第２９号）第２条第１項に規定する職を置くことができる。 

 （職務） 

第４条 局長は、管理者の命を受け事務局の事務及び業務を総轄する。 

２ 次長は、上司の命を受け局長を補佐するとともに、事務局の事務及び業務を担当する。  

３ 課長は、上司の命を受け課又はセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

４ 副参事及び所長は、上司が特に命じた事務及び業務を担当する。 

５ 副課長は、上司の命を受け、課の特に指定された事項を掌理するとともに、当該指定事項について、課 

長を助け、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。 

６ 主幹は、上司が特に命じた事務を担当する。 

７ 係長は、上司の命を受け係の事務又は業務を担当する。 

８ 前条第４項の規定により事務局に置かれた職の職務については、熊谷市行政組織条例施行規則（平成１

７年熊谷市規則第３号）第４条の規定を準用する。 

 （相互援助） 

第５条 局長は、事務繁忙又は緊急を要する事務について事務局の職員を相互に援助させることができる。 

 （分掌事務） 

第６条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。 

 総務課 

  庶務係 

   (1) 広域行政推進に必要な事項の調査研究に関すること。 

   (2) 広域行政に係る連絡調整に関すること。 

   (3) 公印の管理に関すること。 

   (4) 局内の人事、給与及び服務に関すること。 

   (5) 例規の審査、制定及び改廃に関すること。 

   (6) 議会に関すること。 
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   (7) 予算に関すること。 

   (8) 契約に関すること。 

   (9) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。 

(10) 物品の調達及び出納保管に関すること。 

(11) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。 

(12) その他、他の係に属さないこと。 

 

 介護保険課 

  管理係 

(1) 介護保険事業計画に関すること。 

   (2) 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。 

(3) 介護保険電算システムの運用管理に関すること。 

(4) 地域支援事業に関すること。 

   (5) 地域密着型サービスに関すること。 

(6) 出張所との連絡調整に関すること。 

(7)  課の庶務に関すること。 

  認定係 

   (1) 要介護・要支援認定申請及び決定に関すること。 

   (2) 要介護認定調査に関すること。 

   (3) 主治医意見書に関すること。 

   (4) 介護認定審査会の運営に関すること。 

  保険係 

   (1) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 

   (2) 介護保険給付に関すること。 

   (3) 介護保険給付適正化に関すること。 

   (4) 介護保険の第三者求償事務に関すること。 

 業務課 

  業務係 

   (1) 廃棄物処理計画に関すること。 

   (2) 廃棄物の処理に関すること。 

   (3) ごみ処理施設の建設、整備に関すること。 

   (4) 各センターの連絡調整に関すること。 

   (5) 課の庶務に関すること。 

 会計課 

(1) 指定金融機関に関すること。 

(2) 諸証書、担保品の管理に関すること。 

(3) 支出負担行為の確認に関すること。 

(4) 収入通知書及び支出命令書の審査に関すること。 

(5) 金円の出納に関すること。 

(6) 歳入歳出の決算に関すること。 

(7) 介護保険料等の諸収入金の徴収に関すること。 

(8) 組合公金支払に関すること。 

 （準用） 

第７条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の服務に関しては、熊谷市職員服務規程（平成１７年熊

谷市訓令第３８号）を準用する。 

２ 次に掲げる事務の処理にあたっては、それぞれ熊谷市の定める規則等の規定を準用する。 

 (1) 文書の管理事務 

 (2) 予算の編成及び執行事務 

 (3) 会計事務 

 (4) 財産管理に関する事務 

 (5) 契約に関する事務 

   附 則 

 この規則は、交付の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成13年3月30日規則第4号) 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成14年12月20日規則第1号) 
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 この規則は、平成１５年１月１日から施行する。 

附 則（平成15年3月31日規則第6号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年3月18日規則第1号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成17年10月1日規則第9号） 

 この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成19年3月30日規則第2号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年11月18日規則第1号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年12月3日規則第1号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



 32 

〇大里広域市町村圏組合行政不服審査会条例 
                                  平成28年3月23日 

                                  条例第1号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第４項の規定に基づき、同条第

１項の規定により設置する大里広域市町村圏組合行政不服審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 審査会は、委員３人で組織する。 

２ 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して

優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 （会長） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （守秘義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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〇大里広域市町村圏組合行政不服審査法関係手数料条例 

                                  平成28年3月23日 

                                  条例第3号 

 

 （手数料の納付） 

第１条 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第３８条第１項（他の法令におい

て準用する場合を含む。）の規定による交付を受ける者は、この条例に定めるところにより、別表に定める

額の手数料を納めなければならない。 

 （手数料の減免） 

第２条 審理員（法第１１条第２項に規定する審理員をいう。）は、経済的困難その他特別の理由があると認

めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 審査庁（法第９条第１項に規定する審査庁をいう。）が同項第３号に掲げる機関である場合又は同項ただ

し書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員（法第１１条２項に

規定する審理員をいう。）」とあるのは、「次項の審査庁」とする。 

 （準用） 

第３条 第１条及び前条第１項の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第１条中「第

３８条第１項」とあるのは、「第６６条第１項において読み替えて準用する法第３８条第１項」と読み替え

るものとする。 

２ 第１条及び前条第１項の規定は、法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交

付について準用する。この場合において、第１条中「第３８条第１項」とあるのは「第８１条第第３項お

いて準用する法第７８条第１項」と、前条第１項中「審理員（法第１１条第２項に規定する審理員をいう。）

とあるのは「大里広域市町村圏組合行政不服審査会」と読み替えるものとする。 

 （手数料の還付） 

第４条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限り

でない。 

 （過料） 

第５条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当す

る金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１条関係） 

交付の方法 種 別 金        額 

１ 書面等を複写機により用紙に複写したも

のの交付 
ア 白黒 用紙１枚につき   １０円 

イ カラー 用紙１枚につき   ２０円 

２ 電磁的記録に記録された事項を用紙に出

力したものの交付 

ア 白黒 用紙１枚につき   １０円 

イ カラー 用紙１枚につき   ２０円 

備考 

 １ 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列３番又は A 列４番とする。 

 ２ 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として手数料の額を算定する。 
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   〇大里広域市町村圏組合行政不服審査法関係手数料条例施行規則 

                                  平成28年3月25日 

                                  規則第2号 

 

 （手数料の納付の方法） 

第１条 大里広域市町村圏組合行政不服審査法関係手数料条例（平成２８年大里広域市町村圏組合条例第３

号）第１条の手数料（第３条において「手数料」という。）は、現金により納めなければならない。 

 （交付の方法） 

第２条 書面等を複写機により用紙に複写し、又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する場合にお

いて、日本工業規格Ａ列３番又はＡ列４番の用紙の大きさで複写し、又は出力することができないときは、

分割して複写し、又は出力するものとする。 

 （手数料の減免） 

第３条 審理員等は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下この条において「法」という。）第３

８条第１項（法第６６条第１項及び他の法令において準用する場合を含む。次項において同じ。）又は法第

８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付を受ける者が経済的困難により手数料

を納付する資力がないと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、これらの規定による交付の

求め１件につき２千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第３８条第１項又は法第８１条第３項において準用す

る法第７８条第１項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を

記載した書面を審理員等に提出しなければならない。 

３ 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとするものが生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けてい

ることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞ

れ添付しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合複写実費徴収規則 
                                  平成16年3月18日 

                                  規則第3号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合の複写機等を利用し、文書、図書、図面及び資料（以下「文書

等」という。) を複写した場合に徴収する実費等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （複写対象文書等） 

第２条 複写することができるものは、文書等で管理者が適当と認めたものとする。 

 （実費の額） 

第３条 実費の額は、日本工業規格Ａ３版、Ａ４版、Ｂ４版又はＢ５版各１面につき１０円とする。 

 （申込方法） 

第４条 文書等の複写を申し込もうとする者は、複写申請書（様式第１号）に前条に規定する実費を添えて、

管理者に申し込まなければならない。ただし、管理者が認めた場合には、実費を添えて口頭で申し込むこ

とができる。 

 （既納の実費の不返還） 

第５条 既納の実費は、返還しない。ただし、管理者が返還することを適当と認めた場合は、この限りでな

い。 

 （雑則） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

複写申込書 

 

                年  月  日 

 

 大里広域市町村圏組合管理者 氏 名 様 

 

 

          住 所 

          氏 名 

 

 次のとおり複写してくださるよう実費を添えて申し込みます。 

 なお、複写によって万一著作権等の問題が生じた場合には、私が一切の責任を負うことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 図書（資料、文書）名 

２ 複写箇所 

３ 枚  数     枚 

４ 理  由 
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   ○大里広域市町村圏組合電子計算機処理の管理運営に関する規則 
                                  平成16年3月18日 

                                  規則第4号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、電子計算機処理の円滑な運営と信頼性を確保するため、電子計算機処理の管理運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 電子計算機処理 電子計算機又は周辺機器を活用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理

することをいう。 

(2) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されて

いる情報をいう。 

(3) ドキュメント 処理システム設計書、プログラム説明書、操作手順書、コード表その他電子計算機処

理に必要な仕様書類をいう。 

(4) 中央処理装置等 電子計算機に係る中央処理装置、外部記憶装置、入出力装置及び周辺機器（端末装

置を除く。）をいう。 

(5) 端末装置 電子計算機の中央処理装置と直接又は通信回路によって結ばれ、データの入出力の機能を

有する機器をいう。 

(6) 電子計算機組織 中央処理装置等及び端末装置を結合した組織全体をいう。 

(7) パスワード 端末装置を操作し中央処理装置等にアクセスするときに用いる暗証番号をいう。 

(8) 課 大里広域市町村圏組合事務局処務規則（昭和４７年規則第１号）に規定する課をいう。 

（総括保護管理者） 

第３条 電子計算機処理の管理運営に関し、総合的管理を行うため総括保護管理者を置く。 

２ 総括保護管理者は、局長をもって充てる。 

３ 総括保護管理者は、電子計算機処理の管理運営に関し、総括管理し、必要に応じ第５条に規定する保護

管理者に助言及び指導を行うものとする。 

（保護運用管理者） 

第４条 総括保護管理者の事務を補佐し、中央処理装置等を適正に管理するため、保護運用管理者を置く。 

２ 保護運用管理者は、次長をもって充てる。 

３ 保護運用管理者は、電子計算機処理の管理運営に関し、データの漏えい、滅失、改ざん、き損その他電

子計算機処理に関する事故（以下「事故」という。）を防止するために必要な措置を講じ、その適正な管

理を行うものとする。 

（保護管理者） 

第５条 電子計算機処理に係るデータの適正な管理を行うため、保護管理者を置く。 

２ 保護管理者は、データを所管する課の長をもって充てる。 

３ 保護管理者は、電子計算機処理に係るデータの管理運営に関し、事故を防止するために必要な措置を講

じ、その適正な管理を行うものとする。 

（電算事務担当者） 

第６条 保護管理者は、その所掌する事務を中央処理装置等により処理するときは、保護運用管理者と協議

し、その所属職員のうちから、電算事務担当者（以下「電算担当者」という。）を指名し処理に当たらせ

るものとする。 

（処理の申請） 

第７条 保護管理者は、その所掌する事務に関し、電子計算機処理を行おうとするときは、電子計算機処理

開発申請書（様式第１号）又は電子計算機処理変更・追加申請書（様式第２号）を総括保護管理者に提出

しなければならない。 

２ 前項の申請書は、当該申請に係る電子計算機処理を開始しようとする日の属する年度の前年度の９月末

日までに提出しなければならない。ただし、法令の改正その他急を要するときは、この限りでない。 

（処理の決定） 

第８条 総括保護管理者は、前条第１項の申請書を受けたときは、次に定める基準によりその内容を審査の

うえ、電子計算機処理の可否を決定するとともに、保護管理者に通知するものとする。 

(1) 住民の福祉の増進に寄与するものであること。 

(2) 個人の基本的人権を侵害するおそれのないものであること。 

(3) 行政の近代化又は事務効率の向上に資するものであること。 

(4) 本組合の将来の構想と整合するものであること。 

(5) 電子計算機処理の稼動状況との関連において、現に電子計算機処理をしている他の業務の処理に支障
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が生じないものであること。 

（データの管理） 

第９条 総括保護管理者は、中央処理装置等に記録されているデータについて、その重要度に応じて予備の

複製データを作成し、当該データを記録した磁気媒体等を耐火金庫に保管する等必要な措置を講じ、デー

タの保護に努めなければならない。 

（磁気媒体の管理） 

第１０条 保護管理者は、不必要又は使用不能となった記録用磁気媒体については、焼却その他復元できな

い方法により処分しなければならない。 

（入出力帳票の管理） 

第１１条 保護運用管理者及び保護管理者（以下「管理者等」という。）は、電子計算機処理に係る入出力

帳票を適正に管理しなければならない。 

２ 管理者等は、前項の入出力帳票が不要となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法に

より処分しなければならない。 

（ドキュメントの管理） 

第１２条 保護運用管理者は、所管するドキュメントを所定の場所に保管し適正に管理しなければならない。 

２ 保護運用管理者は、ドキュメントを外部に持ち出し、又は複写等をする場合は、総括保護管理者の承認

を得なければならない。 

（中央処理装置等の操作） 

第１３条 中央処理装置等の操作は、電算担当者が行うものとする。 

２ 保護運用管理者は、電算担当者以外の者が操作する必要があると認めるときは、電算担当者の立会いの

うえ、これを操作させることができる。 

（端末装置の操作） 

第１４条 端末装置及び端末装置として使用される中央処理装置等（以下この条及び次条において「端末装

置等」という。）の適正な管理を行うため、端末装置等を設置する所管課の管理者等は、端末装置等を操

作する職員（以下この条において「取扱者」という。）を指定し、保護運用管理者に報告しなければなら

ない。 

２ 取扱者は、端末装置等の適正な操作及び取扱データの保護に努めなければならない。 

３ 保護運用管理者は、端末装置等の操作に必要なパスワードを定め、取扱者に付与するものとする。 

４ 取扱者は、付与されたパスワードを他に漏らしてはならない。 

（端末装置等の操作制限） 

第１５条 端末装置等は、次に掲げる場合を除き、みだりに操作してはならない。 

(1) 管理者等が指示し、又は承認した事務を処理するとき。 

(2) 端末装置等の操作研修を行うとき。 

(3) 保守点検を行うとき。 

(4) その他管理者等が特に必要と認めたとき。 

（電子計算機室への入室制限） 

第１６条 保護運用管理者は、電子計算機室への入室を制限しなければならない。 

２ 保護運用管理者は、電算担当者以外の者が入室及び退室をする場合は、入退室記録簿（様式第３号）に

よりその記録を残さなければならない。 

３ 保護運用管理者は、電算担当者以外の者が入室する場合は、電算担当者による立会い等必要な措置を講

ずるものとする。 

４ 電子計算機室への入室を許可された者は、保護運用管理者の許可なく、記録用磁気媒体を持ち込んでは

ならない。 

（保安措置） 

第１７条 総括保護管理者は、電子計算機室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じな

ければならない。 

（事務委託の手続） 

第１８条 保護管理者は、電子計算機処理の委託を新規に行い、又は変更しようとするときは、次項各号に

掲げる内容を明らかにした書類を添付し、保護運用管理者と協議したうえで、総括保護管理者に届け出な

ければならない。 

２ 総括保護管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、次に掲げる基準によりその内容を審査しな

ければならない。 

(1) 住民の福祉増進に寄与するものであること。 

(2) 事務能率の向上に資するものであること。 

(3) 事務を受託しようとする者又は受託している者の経営状況、技術水準及びデータ保護管理体制が信用

のおけるものであること。 
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（事務委託の場合の措置） 

第１９条 管理者等は、電子計算機処理を外部に委託するときは、委託に関する契約書等に次に掲げる事項

について明記するなど、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

(1) 秘密保持の義務に関すること。 

(2) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。 

(3) 複写及び複製の禁止に関すること。 

(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。 

(5) 立入検査に応じる義務に関すること。 

(6) 事故の発生時における報告義務に関すること。 

(7) データの受渡し及び搬送に関すること。 

(8) 委託先におけるデータの保管及び返還並びに廃棄に関すること。 

(9) 事故の防止に関すること。 

(10) 契約に違反したときの契約の解除及び損害賠償に関すること。 

(11) 前各号に定めるもののほか、データの保護について必要な措置に関すること。 

（事故発生時の措置） 

第２０条 管理者等は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理

者に報告するとともに、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 

（その他） 

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

電子計算機処理開発申請書 

 

 総括保護管理者 様 

保護管理者 

課長         ㊞ 

 

 

大里広域市町村圏組合電子計算機処理の管理運営に関する規則第７条第１項の規定により、電子計算機 

処理開発を申請します。 

 

処 理 業 務 
 

 

申 請 す る 内 容 

 

 
  （ 実 施 希 望 日       年   月   日 ） 

現 行 処 理 の 状 況 

 

期 待 さ れ る 効 果 

（ 作 業 量 ・ 効 果 ） 

１ 事務量の効果  効果時間     時間 

  内訳     事務    分×   件＝    分 

         事務    分×   件＝    分 

         事務    分×   件＝    分 

         事務    分×   件＝    分 

２ 住民サービスの向上（内容を具体的に記入すること。） 

 

 

３ その他 

 

 

根 拠 法 令 

 

 

 

関 係 課 

 

 

 

業 務 処 理 に 必 要 

な 他 課 の デ ー タ 

 

 

 

 

電 子 計 算 機 に 

記 録 す る 情 報 

及 び デ ー タ 件 数 
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様式第２号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

電子計算機処理変更・追加申請書 

 

 総括保護管理者 様 

保護管理者 

 課長         ㊞ 

 

大里広域市町村圏組合電子計算機処理の管理運営に関する規則第７条第１項の規定により、電子計算機 

処理の変更・追加を申請します。 

 

業 務 （ シ ス テ ム ） 名 

 

 

 

 

 

 

変 更 ・ 追 加 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

  （実施希望日      年  月  日） 

変 更 追 加 の 理 由 

（ 根 拠 規 程 等 ） 

 

 

 

 

 

 

現 行 処 理 の 

問 題 点 及 び 状 況 

 

 

 

 

 

 

期 待 さ れ る 効 果 

（ 作 業 量 、 効 果 等 ） 

 

 

 

 

 

 

関 連 帳 票 

 

 

 

 

 

関 連 画 面 
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様式第３号（第１６条関係） 

入 退 室 記 録 簿 

  年  月  日 

 係 係 長 課長補佐 課 長 

電算室へ御用の方は、必ず記入して下さい。                 

入室時間 退室時間 所属（会社名等） 氏  名 用     件 

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    

： ：    
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   ○大里広域市町村圏組合自動車管理規程 

                                  昭和59年2月1日 

                                  規程第1号 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、組合所有自動車の適正な管理及び運用を図るため必要な事項を定め、もって人身の安

全及び使用規律の確立を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」という。）第２条第２項に定める

ものをいう。 

 (2) 運転者 自動車を運転する者をいう。 

 (3) 車両管理者 事務局長（以下「車両管理者」という。）をいう。 

 (4) 整備管理者 法第５０条にいう者をいう。 

 (5) 安全運転管理者 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７４条の２第１項の規定による者をい

う。 

 （車両管理者の職務） 

第３条 車両管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

 (1) 自動車の配置計画に関すること。 

 (2) 自動車の増車、廃車及び更新の計画に関すること。 

 (3) 自動車台帳（第１号様式）の整備保管に関すること。 

 (4) 自動車の運行管理に関すること。 

 (5) 自動車の運転者の状況を把握し、適切な指示等を行うこと。 

 (6) 自動車事故の処理に関すること。 

 (7) その他自動車の総括的管理に関すること。 

 （整備管理者） 

第４条 自動車の保安基準に適合する整備を行い、安全の確保に必要な業務を行うため整備管理者を置く。 

２  整備管理者は、法第５１条に該当する職員のうちから管理者が命ずる。 

３ 整備管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

 (1) 始業、終業の点検方法を定め、随時必要な査察を行うこと。 

 (2) 整備計画及び実施に関すること。 

 (3) 運行可否の決定に関すること。 

 (4) 自動車点検票（第２号様式及び第３号様式）及び自動車点検整備記録票（第４号様式）その他整備に

関する記録の整理保管に関すること。 

 (5) 車庫の管理に関すること。 

 （安全運転管理者） 

第５条 自動車の安全運転に必要な業務を行うために安全運転管理者（以下「安全運転管理者」という。）

を置く。 

２ 安全運転管理者は、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第９条の９に定める資格を有

する職員のうちから管理者が命ずる。 

３ 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

 (1) 運転者の過労防止に関すること。 

 (2) 運転者の教育計画に関すること。 

 (3) 運転者の指導監督に関すること。 

 (4) 異常気象時及び悪交通状況時における措置対策に関すること。 

 (5) 事故防止計画及び安全運転の目標等の樹立に関すること。 

 (6) 始業、終業点検実施を確認し、その結果に対し適切な措置をとること。 

 （運行） 

第６条 運転者は自動車の運行に当たっては、常に車両管理者又は、安全運転管理者の指示に従い運行しな

ければならない。 

２ 運転者は、業務が終了したときは運行記録表（第５号様式）を記録し整理保管すること。 

 （点検） 

第７条 運転者は必ず自動車の運行前及び運行後に点検を行い、その結果異常を認めたときは、車両管理者

及び安全運転管理者を経て整備管理者に報告するものとする。 
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２ 運転者は、運行終了後必ず清掃を行い翌日の運行に支障のないよう努めなければならない。 

 （携帯物の確認） 

第８条 運転者は、運行に当たっては、次の各号に掲げるものを必ず携帯しなければならない。 

 (1) 運転免許証 

 (2) 自動車車検証又は届出済証 

 (3) 損害賠償責任保険を記するもの 

 (4) 工具 

 (5) 非常信号用具 

 (6) その他必要なもの 

 （格納） 

第９条 運転者は、運行終了後自動車を所定の場所に格納し、鍵を車両管理者又は車両管理者の指定する者

に返納しなければならない。この場合において車両管理者又は車両管理者の指定する者は、鍵を所定の場

所に納め保管しなければならない。 

２ 公務の都合により所定の場所に格納できないときは、事前に格納場所を車両管理者に届出て許可を受け

なければならない。 

３ 緊急やむを得ない場合で事前に届出ができない場合、事後速やかに電話等により車両管理者の許可を受

けなければならない。 

  （整備） 

第１０条 運転者又は安全運転管理者は、常に自動車の状況を把握し、異状と認めたときは、直ちに整備管

理者に届出なければならない。 

２ 運行中のパンク等の修繕は、運転者の判断により行うことができる。ただし、修繕を行った箇所、業者、

費用等を帰庁後直ちに整備管理者に報告するものとする。 

３ 整備管理者は、自動車の修繕を必要と認めるときは、車両管理者と協議し修繕を行うものとする。 

 （事故等の処理） 

第１１条 運転者は、自動車による事故を起こした場合は、次の各号に定めるところにより処理するものと

する。 

 (1) 事故が発生したときは、まず負傷者の救助を行い、直ちに警察官又は警察署に通報するとともに、安

全運転管理者を経て、車両管理者に報告しなければならない。 

 (2) 運転者は、加害又は被害を問わず、示談について上司の許可を受けないで相手側と話し合いをしては

ならない。 

 (3) 事故の取調べに当たっては、立会警察官及び相手方に十分自己の信ずるところを冷静に主張し、また

相手方に主張を十分に聞き取っておかなければならない。 

 (4) 運転者は、事故（違反を含む。）が発生したときは、直ちに自動車事故発生報告書（第６号様式）を

作成し、その事実を安全運転管理者を経て車両管理者に報告しなければならない。ただし、運転者が負

傷等により報告書の提出ができないときは、諸資料に基づいて車両管理者が代行するものとする。 

   附 則  

 この規程は、公布の日から施行する。 
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第１号様式 

 

自  動  車  台  帳 

 

 

年  月  日    

 

 

取

 

 

 

得 

 

 

購 入 
 

 

新 車

中 古

車 の

別 

 
種 別 

  

構

造

と

機

能 

構    造 

 

 

  

価 額 
円 

車 名 
 

購入先 

 

型       式 

  

車両寸法 

長さ 

高さ 

幅 

乗 車 定 員 

人 

  機 関 番 号    車両重量  最大積載量  

  車 台 番 号    総 重 量  ﾀ ｲ ﾔ ｻ ｲ ｽ ﾞ  

評 価 
  検査票番号    気    筒  総 排 気 量  

  登 録 番 号    制動装置  馬 力 出 力  

 

 

異

 

動

 

事

 

項 

年 月 日 記   事 金   額 年 月 日 記   事 金   額 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

名  称 車両番号 所   属 会 計 別 取得年度 整理番号 
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第２号様式 

 

自 動 車 等 点 検 票 （臨時） 

 

 

 

車両管理者 

 

 

整備管理者 

 

 

係 

 

 

 

 

 

登録番号 

 

 

ハ ン ド ル 遊び、ゆるみ、がた、操作具合  

ギ ヤ ー ボ ッ ク ス 油もれ  

ロ ッ ト 及 び ア ー ム 類 ゆるみ、がた、損傷  

ナ ッ ク ル ゆるみ、がた、損傷  

か じ と り 車 輪 摩耗、損傷  

か じ と り ホ ー ク 油もれ、がた、損傷  

ブ レ ー キ ペ ダ ル 遊び、ふみしろ、きき具合  

ブ レ ー キ レ バ ー 引きしろ、きき具合  

ロ ｯ ト 及 び ケ ー ブ ル 類 ゆるみ、がた、損傷  

ホ ー ス 及 び パ イ プ もれ、損傷、取付状態  

オ イ ル ブ レ ー キ 液量の減り具合の有無の量  

倍 力 装 置 エアークリーナーの詰り  

ブ レ ー キ の ひ き ず り ドラムの焼損、発熱の有無  

非 常 口 開閉の具合、標識灯  

非 常 ベ ル 操作具合、なり具合  

消 火 器 液量、パイプ圧力  

赤 旗   

発 煙 筒   

備             考 

 

 

検査日       年 月 日          
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第３号様式 

 

自 動 車 等 点 検 票 （車検引取） 

 

 

 

車両管理者 

 

 

整備管理者 

 

 

係 

 

 

 

 

 

登録番号 

 

 

か じ と り 装 置  

警 音 器  

前 照 灯  

ワ イ パ ー  

後 射 鏡  

方 向 指 示 器  

制 動 装 置 及 び 能 力  

ス ト ッ プ ラ ン プ  

尾 灯  

番 号 灯  

バ ッ ク ラ イ ト  

黄 色 回 転 灯  

原 動 機  

動 力 伝 導 装 置  

走 行 装 置  

タ イ ヤ サ イ ズ  

ス ペ ア タ イ ヤ  

タ イ ヤ チ ェ ー ン  

燃 料 装 置  

排 気 管  

乗 車 装 置 及 び 非 常 口 灯  

注 油 及 び 手 入  

工              具 

クリップまわし  ジ ャ ッ キ  ハ ト メ  

クランクハンドル  モ ン キ ー  組 ス パ ナ  

プ ラ イ ヤ ー  ド ラ イ バ ー ( － )  ド ラ イ バ ー ( ＋ )  

プ ラ グ レ ン チ  ハ ン マ ー    

ヒ ー タ ー  

ク ー ラ ー  

ラ ジ オ  

消 火 器  

赤 旗  

発 煙 筒  

備             考 

 

 

検査日       年 月 日         
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第４号様式 

 

自 動 車 等 点 検 整 備 記 録 票 

 

 

 

車両管理者 

 

 

整備管理者 

 

 

係 

 

 

 

 

 

登録番号 

 

 

区分 点 検 箇 所 点 検 内 容 記号 区分 点 検 箇 所 点 検 内 容 記号 

原

動

機 

原 動 機 潤 滑 装 置 

か か り 具 合 異 常 音  制

 

動

 

装

 

置 

ブレーキペダル 

あ そ び  

低 速 加 速 の 状 態  き き 具 合  

排 気 の 状 態  ﾛｯﾄのゆるみがた損傷  

ｴ ｱ ｰ ｸ ﾘ ｰ ﾅ ｰ の 状 態  ラ イ ニ ン グ の 摩 耗  

油 も れ  

ブレーキレバー 

ひ き し ろ  

 油 よ ご れ 量  き き 具 合  

電

気

装

置 

燃 料 装 置 
燃 料 も れ  ｹｰﾌﾞﾙ類のゆるみ損傷  

燃料 ﾌ ｨ ﾙ ﾀ ｰ の詰り  ﾄﾞﾗﾑとﾗｲﾆﾝｸﾞのすきま  

点 火 装 置 
点 火 プ ラ グ の 状 況  ラ イ ニ ン グ の 摩 耗  

点 火 時 期  走 

行 

装 

置 

ホ イ ー ル 

タイヤの異常摩耗損傷  

充 電 装 置 受 電 作 用  タ イ ヤ の 空 気 圧  

始 動 装 置 
取 付 状 態  ﾘｰﾑ及びｽﾎﾟｰｸの曲り  

作 用 状 態  ﾌﾛﾝﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのがた  

ﾊ ﾞ ｯ ﾃ ﾘ ｰ 電気配線 

蓄 電 作 用 状 態  ﾘ ﾔ ﾍ ﾞ ｱ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ のがた  

液 量  緩衝 

装置 
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ 

前部取付部ゆるみ損傷  

接続部ゆるみがた損傷  後部取付部ゆるみ損傷  

かじ 

とり 

装置 

ハ ン ド ル 
ゆ る み が た  灯

 

火

 

装

 

置

･
 

そ

 

の

 

他 

前 照 灯 切 換 作 用  

操 作 具 合  番 号 灯 作 用  

か じ と り ﾎ ｰ ｸ ﾎｰｸｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ取付状態  方 向 指 示 灯 作 用  

伝

達

装

置 

ク ラ ッ チ 

ク ラ ッ チ の 作 用  制 動 灯 作 用  

ｸ ﾗ ｯ ﾁ ﾚ ﾊ ﾞ ｰ の 遊 び  警 音 器 作 用  

ｸ ﾗ ｯ ﾁ ﾜ ｲ ﾔ ｰ の 損 傷  計 器 類 作 用  

トランスミッション 
油 も れ  ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾐ ﾗ ｰ 写 影 の 状 況  

作 用 機 構 の が た  ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟﾏﾌﾗｰ 取付部のゆるみ損傷  

ﾁｪｰﾝ及びｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 
チェンのゆるみ摩耗  車 体 車 枠 ゆ る み 損 傷  

ｽﾌﾟﾛｹｯﾄの取付状態 シャーシ各部 給 油 脂 状 況 

修理状況 

 

   

 

点検時の走行ｷﾛ                         km 

点検者 
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第５号様式 

 

      運 行 記 録 表  

運転者 安全運転管理者 車両管理者 

   

車両番号（         ） 

                                                                                                     

月日(曜) 運転者名 走行ｷﾛ数 燃料補給 運行上の異状有無 主な運行先 
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第６号様式 

 

   自動車等事故発生報告書 

係 安全運転管理者 車両管理者 組合管理者 

    

証 明 書 番 号  登 録 番 号  

運
転
者 

住 所 
TEL     

被
害
者 

住 

所 

TEL     

氏 名 
 氏  

名 

 

事 故 発 生 日 時   

事 故 発 生 場 所  

取 扱 警 察 署 ( 又 は 

現認者住所、氏名 ) 

 

事故発生の原因状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

状 況 略 図 

 

 

 

 

 

上  記  に  対  す  る 

 

運 転 者 

意  見 

被 害 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり相違ないことを報告いたします。 

 

         年  月  日 

                           報告者 住所               
 

                               氏名          印  
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   第２章 職務代理及び事務専決 

○大里広域市町村圏組合事務局専決規程 

                                  平成13年3月30日 

                                  訓令第1号 

改正 平成15年 3月31日訓令第 2号 

平成16年 3月31日訓令第 2号 

平成16年 7月 1日訓令第 3号 

平成17年 9月29日訓令第 2号 

平成19年 3月30日訓令第 2号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定

め、事務執行における権限と責任の範囲を明らかにするとともに、事務能率の向上を図るものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 決裁 事案について、最終的にその意思を決定することをいう。 

 (2) 専決 事案について、常時、管理者に代わって決裁することをいう。 

 (3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。 

 (4) 代決 管理者又は専決権者（以下「決裁権者」という。）が不在のときに、臨時に、決裁権者に代わ

って決裁することをいう。 

 (5) 不在 決裁権者が出張又は休暇その他の理由により決裁することができない状態をいう。 

 (6) 合議 決裁を受けなければならない事案について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をす

ることができるよう関係職と協議調整することをいう。 

 (7) 局長 大里広域市町村圏組合事務局処務規則（昭和４７年規則第１号。以下この条において「規則」

という。）第３条第１項に規定する局長をいう。 

 (8) 次長 規則第３条第１項に規定する次長をいう。 

 (9) 課長 規則第２条第１項に規定する課の課長及び同条第２項に規定するセンターの所長をいう。 

 （局長専決事項） 

第３条 局長は、管理者の権限に属するうち、次に掲げる事項を除き、これを専決することができる。 

 (1) 組合行政の総合企画及び政策並びに運営に関する基本方針を確立すること。 

 (2) 基本方針に基づく執行方針及び基本計画並びにこれらの変更を承認すること。 

 (3) 管理者が行う表彰の被表彰者を決定すること。 

 (4) 組合以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 

 (5) 行政組織を定めること。 

 (6) 議会を招集すること。 

 (7) 議会の議案を作成すること。 

 (8) 条例の制定、改廃に関する方針決定を行うこと。 

 (9) 条例及び規則の公布を行うこと。 

 (10) 重要な告示及び公告を行うこと。 

 (11) 重要な請願及び陳情を処理すること。 

 (12) 重要な訴訟、調定、不服申立、和解、あっせん及び仲裁に関すること。 

 (13) 特に重要な許可、免許等の行政処分及び行政代執行を行うこと。 

 (14) 特に重要な行政処分に対する審査請求の受理及びそれに対する弁明書を作成すること。 

 (15) 特に重要な国又は県の補助金等の交付申請書及び請求書を提出すること。 

 (16) 特に重要な国又は県の補助事業等の実績報告書を提出すること。 

 (17) 職員の任免、分限及び懲戒処分を行うこと。 

 (18) 職員の給与を定めること。 

 (19) 係長以上の配置を行うこと。 

 (20) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可をすること。 

 (21) 行政委員会の委員及び監査委員を任免すること。 

 (22) 附属機関の委員を任命すること。 

 (23) 重要な損害賠償及び和解の事務を処理すること。 

 (24) 重要な契約及びこれらの変更又は解除を行うこと。 

 (25) 各種の契約に係る違約金を徴収し、又はこれを減免すること。 

 (26) 起債及び一時借入を行うこと。 
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 (27) 専決処分を行うこと。 

 (28) 土地、建物及び重要な物件の取得、交換及び処分を行うこと。 

 (29) 公有財産及び基金等の管理又は処分を行うこと。 

 (30) 法令に基づく申請、協議及び諮問を行うこと。 

２ 局長限りで専決できる事項は、おおむね別表第１及び別表第２のとおりとする。 

 （次長及び課長の専決事項） 

第４条 次長又は課長限りで専決できる共通の事項は、おおむね別表第１のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、次長又は課長限りで専決することができる個別の事項は、おおむね別表第２

のとおりとする。  

 （専決の制限） 

第５条 専決権者は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司

の決裁を受けなければならない。 

 (1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。 

 (2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。 

 (3) 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。 

 （類推による専決） 

第６条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決す

ることが適当であると認められるときは、この規程の専決事項に準じて専決することができる。 

 （専決の報告） 

第７条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事案について、その要旨を上司に報告しなけれ

ばならない。 

 （代決） 

第８条 管理者が決裁する事項について、管理者が不在のときは、局長がこれを代決することができる。 

２ 局長が専決できる事項について、局長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる順序

に従い、これを代決することができる。 

 (1) 次長 

 (2) 事案を所管する課長 

 （代決の制限等） 

第９条 第５条各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。た

だし、あらかじめ処理の方針が指示された場合は、この限りでない。 

２ 代決した者は、代決した事案で後閲を必要とするもの又は前項ただし書で処理した事案について、起案

文書に「後閲」の表示をして速やかに上司の閲覧に供さなければならない。 

 （合議） 

第１０条 他の所管に関係ある事案の決裁に当って必要があると認めるときは、関係職に合議しなければな

らない。 

２ 第８条第２項及び前条の規定は、合議を受けた場合について準用する。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則(平成15年3月31日訓令第2号) 

 この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

      附 則(平成16年3月31日訓令第2号) 

 この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則(平成16年7月1日訓令第3号) 

 この訓令は、平成１６年７月１日から施行する。 

   附 則（平成17年9月29日訓令第2号） 

 この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成19年3月30日訓令第2号） 

 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 別表第１（第３条、第４条関係） 

                            

              共  通  専  決  事  項 

１ 人事に関する事項 

事         項 局 長 次 長 課 長 

１ 休暇を承認すること。 局長、次長 課長 所属職員 
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２ 週休日の振替等を行い、又は休日の代休日を指 

 定すること。 
局長、次長 課長 所属職員 

３ 組合外出張の命令とその復命を受けること。  局長、次長 

次長の３日以上 

次長の３日未満 

課長の２日以上 

課長の２日未満 

所属職員 

４ 組合内出張の命令とその復命を受けること。 
局長 次長 

課長 

所属職員 

５ 超過勤務命令をすること。   ○ 

６ 職員の事務分担を決定すること。   ○ 

 

２ 文書に関する事項 

事         項 局 長 次 長 課 長 

１ 条例、規則及び規程に定める許可、認可、認証 

 をすること。 
重要なもの 軽易なもの 定例的なもの 

２ 一般通知文書を処理すること。 

 （収入支出を伴うものを除く。） 
重要なもの 軽易なもの 定例的なもの 

３ 公簿を閲覧させること。   ○ 

４ 公簿による証明を行うこと。   ○ 

５ 公簿によらない証明を行うこと 
重要なもの 

比較的重要な 

もの 
軽易なもの 

６ 文書の受理、不受理を決定すること。   ○ 

７ 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。   ○ 

８ 個人情報の開示、訂正等の請求に対する可否の決定に

関すること。 

  ○ 

９ 統計、調査等行政資料を収集すること。   ○ 

１０ 出版物の刊行を決定すること。 重要なもの 軽易なもの  

１１ 証明書等を書換え、又は再交付すること。   ○ 

１２ 事務引継に関すること。 局長、次長 課長 所属職員 

１３ 催物又は会議を開催すること。 重要なもの 軽易なもの 定例的なもの 

１４ 訓令及び通達を発すること。 軽易なもの   

１５ 納入通知書を発送すること。   ○ 

１６ 公印の管理に関すること。   ○ 

１７  告示及び公告を行うこと。 軽易なもの 定例的なもの 軽易かつ定例的

なもの 

１８ 規則及び訓令の制定改廃に関する方針決定を 

すること。 
軽易なもの 

  

 

３ 財務に関する事項 

事         項 局 長 次 長 課 長 

１ 収入命令及び調定をするこ

と。 

ごみ処理手数料   所長 

その他   ○ 

２ 支出負担行為に関すること。    

(1) 報酬   総務課長 

(2) 給料   総務課長 

(3) 職員手当等   総務課長 

(4) 共済費   総務課長 

(5) 災害補償金   総務課長 

(6) 恩給及び退職年金   総務課長 

(7) 賃金   総務課長 

(8) 報償費   ○ 

(9) 旅費   ○ 

(10) 交際費 （この科目は専決できない。） 

(11) 需用費(物品購入伺及び契

約締結伺を含む。) 

光熱水費   ○ 

その他 500万円未満 200万円未満 50万円未満 
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(12) 役務費   ○ 

(13) 委託料 2,000万円未満 600万円未満 200万円未満 

(14) 使用料及び賃借料 2,000万円未満 600万円未満 200万円未満 

(15) 工事請負費(工事起工伺及び契約締結伺を含む。) 5,000万円未満 2,000万円未満 500万円未満 

(16) 原材料費 500万円未満 200万円未満 50万円未満 

(17) 公有財産購入費 （この科目は専決できない。） 

(18) 備品購入費(物品購入伺及び契約締結伺いを含む。) 500万円未満 200万円未満 50万円未満 

(19) 負担金、補助及び交付金 負担金   ○ 

保険給付費   ○ 

その他 1,000万円未満 200万円未満 50万円未満 

(20) 補償、補填及び賠償金 補償、補填金   ○ 

賠償金 （この科目は専決できない。） 

(21) 償還金利子及び割引料   ○ 

(22) 投資及び出資金 ○   

(23) 積立金   ○ 

(24) 寄附金 50万円未満   

(25) 公課費   ○ 

(26) 繰出金   ○ 

３ 支出命令をすること。   ○ 

４ 収入更正及び支出更正をすること。   ○ 

５ 臨時職員の任免すること。   ○ 

６ 土地、建物の貸借を決定すること。 重要なもの 軽易なもの  

７ 物件の貸借を決定すること。 重要なもの 軽易なもの  

８ 公用電話の加入契約をし、又はこれを解除すること。   ○ 

９ 損害賠償及び和解の事務を処理すること 軽易なもの   

１０ 補償金及び補填金の額を

決定すること。 

物件の移設、移転 1,000万円未満 300万円未満 50万円未満 

その他 200万円未満 50万円未満  

１１ 事業用車両及び機械器具等の使用管理をすること。   ○ 

１２ 予算に定められている国又は県の補助金等の交付申

請及び請求書を提出すること。 重要なもの 
比較的重要なも

の 軽易なもの 

１３ 国又は県の補助金等の交付決定書及び確定通知書を

受理すること。 
重要なもの 

比較的重要なも

の 
軽易なもの 

１４ 国又は県の補助事業等の実績報告書を提出するこ

と。 
重要なもの 

比較的重要なも

の 
軽易なもの 

１５ 預託金に係る金融機関との覚書を交換すること。 ○   

１６ 予定価格を決定すること。 委託契約 600万円以上 600万円未満 200万円未満 

工事請負契約 2,000万円以上 2,000万円未満 500万円未満 

１７  業者の指名を行うこと｡ 委託契約 2,000万円未満 600万円未満 200万円未満 

工事請負契約 5,000万円未満 2,000万円未満 500万円未満 

１８ 入札保証金及び契約保証金 

を徴収し又は還付すること。 
委託契約 2,000万円未満 600万円未満 200万円未満 

工事請負契約 5,000万円未満 2,000万円未満 500万円未満 

１９  入札及び開札を実施する 

こと。 

委託契約  200万円以上 200万円未満 

工事請負契約  500万円以上 500万円未満 

２０ 入札を取り消し、延期し又は中止すること。 ○   

２１ 工事の執行中止等をすること。 ○   

２２ 権利義務の譲渡を承認すること。 重要なものを除

く。 

  

２３ 工事等の現場代理人、工程表、工事完成等の届出を

受理すること。 
 

 
○ 

２４ 請負工事の材料品検査をすること。   ○ 

２５ 工事等の出来高及びしゅん工検査をすること｡   ○ 
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２６  工事検査の報告に関すること。 起工伺金額 

5,000万円未満 

起工伺金額 

2,000万円未満 

起工伺金額 

500万円未満 

備考 深谷清掃センターにかかる次の事項については業務課長専決とする。 

   １ 人事に関する事項中「５ 超過勤務命令をすること。」 

   ２ 文書に関する事項中「６ 事務引継に関すること。」 

   ３ 財務に関する事項中「１ 収入命令及び調定をすることのごみ処理手数料」を除く、全項目 

 

 

別表第２（第３条、第４条関係） 

                個 別 専 決 事 項 

１ 総務課に関する事項                                                                               

事         項 局 長 次 長 課 長 

１ 予算を流用すること    

 受 入 節 名 流 用 の 可 否    

(1)報 酬 報酬額の改定及び人

員の改定のみ可 
100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(2)給 料 同一款内で可   ○ 

(3)職員手当等 同 上   ○ 

(4)共済費 同 上   ○ 

(5)災害補償金 同一項内で可   ○ 

(6)恩給及び退職金 同 上   ○ 

(7)賃 金 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(8)報償費 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(9)旅 費 翌月予想される出張

の流用額 
20万円以上 20万円未満 10万円未満 

(10)交際費 不可(弔祭料は、除

く。) 
20万円以上 20万円未満 10万円未満 

(11)需用費 同一項内で可(食料

費は、原則不可) 
100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(12)役務費 同一項内で可 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(13)委託料 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(14)使用料及び賃借料 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(15)工事請負費 予算査定したものに

限り、同一項内で可 
500万円以上 500万円未満 100万円未満 

(16)原材料費 同一項内で可 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(17)公有財産購入費 予算査定したものに

限り、同一項内で可 
100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(18)備品購入費 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(19)負担金、補助及び交付金 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(20)補償、補填及び賠償金 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(21)償還金、利子及び割引料 同 上 500万円以上 500万円未満 100万円未満 

(22)投資及び出資金 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(23)積立金 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(24)寄附金 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(25)公課費 同 上 100万円以上 100万円未満 20万円未満 

(26)操出金 原則として不可    

２ 予備費充用を決定すること。 ○   

３ 一件５００万円未満の支出負担行為の確認。（報酬、

給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金、

旅費、光熱水費、通信運搬費等の定例的経費は除く。） 

  

○ 

４ 一件５００万円未満の支出命令の審査及び払出し。

（報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年

金、賃金、旅費、光熱水費、通信運搬費等の定例的経

費は除く。） 

  

○ 

５ 組合債の償還通知を受理すること。   ○ 

６ 組合財産の増減、異動について引継ぎ及び通知をす

ること。 

  
○ 
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７ 公印の保管に関すること   ○ 

８ 職務の専念する義務の免除を承認すること｡ 異例なもの 定例的なもの  

９ 育児休暇及び部分休業の承認等に関すること｡ ○   

１０ 扶養手当の認定をすること。   ○ 

１１ 通勤手当の認定をすること。   ○ 

１２ 住居手当の認定をすること。   ○ 

１３ 勤務証明等の諸証明を発行すること。   ○ 

１４ 共済組合の諸手続きをすること。   ○ 

１５ 職員の公務災害の諸手続を行うこと。 ○   

１６  職員の健康診断を実施すること。   ○ 

１７  職員に療養を命じ及びこれを解除すること｡ ○   

１８ 職員の住所、氏名、資格その他記載事項の変更の

届出を受理すること。 

  
○ 

２ 介護保険課に関する事項 

事         項 局 長 次 長 課 長 

１ 介護保険被保険者資格の取得喪失に関すること。   ○ 

２ 介護保険被保険者証の交付をすること。   ○ 

３ 介護給付の決定に関すること。   ○ 

４ 要介護、要支援認定に関すること。   ○ 

５ 介護保険法（以下本項において「法」という。）

第２２条の規定による不正利得等を徴収すること。 

 
○ 

 

６ 法第２３条の規定による被保険者等に対する文書

の提出等の命令又は職員による調査等を行うこと。 

 
○ 

 

７ 法第６４条又は法第６５条の規定により介護給付

の全部又は一部を行わないことを決定すること。 

 
○ 

 

８ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。   ○ 

９ 介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること。   ○ 

１０ 地域支援事業に関すること。   ○ 

１１ 地域密着型サービス事業者の指定及び指導 

監督に関すること。 
○   

１２ 介護給付適正化に関すること。   ○ 

１３ 介護保険の第三者求償事務に関すること。   ○ 

３ 業務課に関する事項                                                                               

     事         項 局 長 次 長 課 長 

１ ごみ処理手数料の徴収の基礎となる処理量を認定す

ること。 

  
○ 

２ 搬入ごみの立入検査及び指導に関すること｡   ○ 

３ ごみ処理手数料の減免に関すること。   ○ 
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   ○大里広域市町村圏組合会計管理者専決規程 
平成19年3月30日 

                                  訓令第1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項

を定め、事務執行における権限と責任の範囲を明らかにするとともに、出納事務の能率の向上を図るもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 決裁 事案について、最終的にその意思を決定することをいう。 

(2) 専決 事案について、常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。 

(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。 

(4) 代決 会計管理者又は専決権者（以下「決裁権者」という。）が不在のときに、臨時に、決裁権者 

に代わって決裁することをいう。 

(5) 不在 決裁権者が出張又は休暇その他の事由により決裁することができない状態をいう。 

(6) 合議 決裁を受けなければならない事案について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定を 

することができるよう関係職と協議、調整することをいう。 

 （会計課長の専決事項） 

第３条 会計課長は、次に掲げる事項を除き、これを専決することができる。 

(1)  １件５００万円以上の支出負担行為の確認 

(2) １件５００万円以上の支出命令の審査及び払出し 

 (3) １件５００万円以上の基金に属する現金の受入れ及び払出し 

(4)  １件５００万円以上の有価証券の出納及び保管 

(5)  １件５００万円以上の国及び県から交付される諸支出金等の合議 

(6)  １件５００万円以上の収納金払込みの手続 

２ 会計課長は、前項各号に規定にかかわらず、次に掲げる事項を専決することができる。 

 (1)  報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金、旅費の支出命令の審査及び払出し 

 (2)  光熱水費、通信運搬費等の定例的経費の審査及び払出し 

 (3)  歳入歳出外現金の受入れ及び払出し 

 (4)  資金前渡、概算払及び前金払の精算 

 (5) 戻入命令の審査 

 (6) 過誤納還付及び還付加算金の確認及び払出し 

 (7) 定例若しくは軽易な照会、回答、通知又は報告の受理 

 (8) 調定通知書の受理 

 (9) 更正命令の確認 

 （専決の制限） 

第４条 専決権者は、専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決

裁を受けなければならない。 

 (1)  事案の内容が特に重要であると認められるとき。 

 (2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。 

 (3)  事案について疑義があり、又は紛争を生じ、若しくは生じる恐れがあると認められるとき。 

 （類推による専決） 

第５条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決す

ることが適当であると認められるときは、この訓令の専決事項に準じて専決することができる。 

 （専決の報告） 

第６条 専決権者は、必要があると認められたときは、専決した事項についてその要旨を、会計管理者に報

告しなければならない。 

 （代決） 

第７条 決裁権者が不在である場合においては、次の表に掲げる代決者が代決することができる。 

決裁権者 代 決 者 

会計管理者 会計課長 

会計課長 副課長 
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（代決の報告） 

第８条 代決した者は、当該代決した事項について、その要旨を決裁権者に報告しなければならない。ただ

し、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りではない。 

 （準用） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁については、大里広域市町村圏組合事務局専決規程（平

成１３年訓令第１号）を準用する。 

附 則 

 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 
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   第３章 文 書 

   ○大里広域市町村圏組合会議規程 

                                  平成12年12月1日 

                                  訓令第1号 

                               改正 平成14年12月 4日訓令第 1号 

                                  平成19年 3月30日訓令第 3号 

 

 （設置） 

第１条  大里広域市町村圏組合（以下「組合」という。)の行う事務及び施策に関する事項について審議する

ため、組合正副管理者会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 （任務） 

第２条  会議は、組合の行う事務及び施策で次の各号に掲げることについて審議を行う。 

 (1) 総合的な施策の決定、変更及び実施に関すること。 

 (2) 施設の設置、管理、運営及び廃止に関すること。 

 (3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 

 (4) 予算及び決算に関すること。 

 (5) その他管理者が必要と認めること。 

 （組織） 

第３条  会議は、管理者並びに副管理者（以下「正副管理者」という。）をもって組織する。 

 （会議） 

第４条  会議は、管理者が招集し、管理者が議長となる。 

２ 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定する副管理者が議長の職

務を代理する。 

３ 議長は、構成市町長の半数以上が出席しなければ会議を行うことができない。 

４ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 

５ 正副管理者は、会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。 

 （組合調整委員会） 

第５条  管理者は、第２条に掲げる事項で重要な事項について審議を行うため、組合調整委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、正副管理者の属する市町の副市町長をもって組織し、管理者の諮問に応じて調査審議を行う。 

３ 委員会に会長１人及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

４ 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

  （組合幹事会） 

第６条 管理者は、第２条に掲げる事項のうち専門的かつ個別的な事項で専ら事務の執行に関することにつ

いて審議を行うため、組合幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

２ 幹事会は、正副管理者の属する市町において前項の審議の対象となる事務を所管する機関の長（以下「幹

事」という。）をもって組織し、管理者の諮問に応じて調査審議を行う。 

３ 管理者は、幹事会に諮問した一の事案を、再度委員会において諮問することができる。 

４ 幹事会に幹事長及び副幹事長１人を置き、幹事の互選によってこれを定める。 

５ 幹事会は、管理者が招集し、幹事長が議長となる。 

 （庶務） 

第７条  会議の庶務は、事務局において処理する。 

 （補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附  則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附  則（平成14年12月4日訓令第1号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

附  則（平成19年3月30日訓令第3号） 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合条例の左横書き等を実施するための 

    措置に関する条例 

                                  平成14年12月4日 

                                  条例第10号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、この条例の施行の際現に存する大里広域市町村圏組合条例（以下「既存の条例」とい

う。）を左横書きに改めるとともに、既存の条例の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、

用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （左横書きの措置等) 

第２条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措

置については、熊谷市条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例（平成１４年熊谷市条例第２

７号)の例による。 

   附 則 

 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合規則の左横書き等を実施するための 

措置に関する規則 

                                  平成15年3月31日 

                                  規則第7号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、この規則の施行の際現に存する規則（以下「既存の規則」という。）を左横書きに改

めるとともに、既存の規則の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （左横書きの措置等） 

第２条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措

置については、熊谷市条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例（平成１４年熊谷市条例第 

２７号)の例による。 

   附 則 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合訓令の左横書き等を実施するための 

    措置に関する訓令 

                                  平成15年3月31日 

                                  訓令第3号 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、この訓令の施行の際現に存する訓令（以下「既存の訓令」という。）を左横書きに改

めるとともに、既存の訓令の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （左横書きの措置等） 

第２条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措

置については、熊谷市条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例（平成１４年熊谷市条例第 

２７号)の例による。 

   附 則 

 この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合告示の左横書き等を実施するための 

措置に関する告示 

                                  平成15年3月31日 

                                  告示(甲)第1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、この告示の施行の際現に存する告示（以下「既存の告示」という。）を左横書きに改

めるとともに、既存の告示の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （左横書きの措置等） 

第２条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措

置については、熊谷市条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例（平成１４年熊谷市条例第 

２７号)の例による。 

   附 則 

 この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合文書管理規程 

                                  平成22年12月24日 

                                  訓令第2号 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第１条 この訓令は、文書の管理について必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 局長 大里広域市町村圏組合事務局処務規則(昭和47年規則第1号。以下「規則」という。)第４条第１

項に規定する者をいう。 

⑵ 課・所 規則第2条に掲げる総務課、介護保険課、業務課、会計課並びに業務課に属する熊谷衛生セン

ター、深谷清掃センター、江南清掃センター及び大里広域クリーンセンターをいう。 

⑶ 課・所長 前号に規定する課・所の長及び副参事をいう。 

⑷ 文書 職員がその職務権限に基づいて作成し、及び職務遂行上取り扱わなけ 

ればならない文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。 

⑸ 保管 文書を課・所のキャビネット等に収納し、及び管理することをいう。 

⑹ 保存 文書を課・所指定の書庫等に収納しておくことをいう。 

⑺ 電子（文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

(文書取扱いの基本原則) 

第３条 職員は、事務能率の向上に資するため、文書を正確、迅速及び丁寧に取り扱い、常にその処理状況を

明確にしておかなければならない。 

(課・所長の職務) 

第４条 課・所長は、当該課・所で取り扱う文書が文書取扱いの基本原則に従って円滑に処理されるよう努

めなければならない。 

(文書主任の設置) 

第５条 課・所に文書主任を置き、副課長(副課長を置かない場合は、庶務担当の係長又は主査の中から課・

所長が指名する者)をもってこれに充てる。 

２ 文書主任は、課・所で取り扱う文書に関し次に掲げる事務を担当するものとする。 

⑴ 文書の収受、配布及び発送手続に関すること。 

⑵ 起案文書の形式審査に関すること。 

⑶ 文書の整理並びに保管及び保存に関すること。 

⑷ 文書処理の進行管理に関すること。 

 

第２章 文書の収受及び配布 

(文書の収受等) 

第６条 課・所に到達した郵便物その他の文書（第９条の規定により受信した電子文書を除く。以下この条

において同じ。）は、当該課・所において整理する。 

２ 書留郵便物、配達証明郵便物等については、書留文書等控簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければ

ならない。 

３ ２以上の課・所に関係する文書は、当該関係課・所が協議し、最も関係の深い課・所が収受する。 

４ 所管の不明確な文書については、総務課が収受し、内容を精査の後、当該文書の所管課・所を決定し配

布する。 

５ 郵便料金の未納又は不足の文書については、当該課・所長が適当であると認めるものに限り、その未納

又は不足の料金を納付し、及び受領するものとする。 

６ 文書主任は、文書の収受に関し、文書収受発送件名簿(様式第2号)に必要事項を記入し、並びに当該文書

に収受印(様式第3号)を押すとともに、収受の番号を記入し、及び回議印(様式第4号)を押さなければなら

ない。 

７ 課・所長は、前項の規定にかかわらず、事務の形態に応じ、あらかじめ指名する者に当該事務の全部又

は一部を文書主任に替わって行わせることができる。 

８ 刊行物、ポスター及びこれらに類する文書並びに課・所長が指定する文書については、第６項に規定す

る処理の全部又は一部を省略することができる。 

(収受文書の配布) 

第７条 文書主任は、収受した文書を課・所長に提示するとともに、必要な指示を受け、係に配布しなけれ

ばならない。ただし、あらかじめ課・所長の指定する定例又は軽易な文書は、直接係に配布することがで
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きる。 

２ 課・所長は、前項の規定にかかわらず、事務の形態に応じ、あらかじめ指名する者に当該事務の全部又

は一部を文書主任に替わって行わせることができる。 

３ 親展文書は、封筒の余白に収受印を押し、及び開封せずに名あて人に配布する。この場合において、配

布された文書が公文書であるときは、名あて人は、直ちに当該文書を文書主任に返付しなければならない。 

(誤配文書の処理) 

第８条 配布された文書のうちに所管でないものがあるときは、文書主任は、直ちに当該文書を総務課に返

付しなければならない。ただし、所管課・所が明らかな文書は、所管課・所に転送するものとする。 

(電気通信回線を利用した収受) 

第９条 電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。 

２ 受信した電子文書については、その内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。 

３ 前項の規定により記録がなされた紙は、到達し、又は配布された文書とみなし、第６条又は第７条の規

定による文書の処理を行うものとする。 

  

第３章 文書の処理 

(供覧) 

第１０条 起案を必要とせず、単に供覧によって完結する文書は、関係者に供覧するものとする。 

２ 起案に着手する前に供覧する必要のある文書は、あらかじめ関係者に供覧するものとする。 

(起案の要領) 

第１１条 特に重要な事案を起案するときは、あらかじめ管理者の方針を確認しなければならない。 

２ 起案は、1事案ごとに起案(復命)書(様式第５号)を使用して行うものとする。ただし、次に掲げるものに

ついては、この限りでない。 

⑴ 定例又は軽易なもの 

⑵ 照会等の文書で当該文書の余白で処理できるもの 

３ 起案者は、内容を簡潔にわかりやすく表現し作成しなければならない。 

４ 起案文書には、定例又は軽易なものを除き、起案の趣旨及び理由のほか関係法令の条文その他の決裁の

参考となる事項を記載しなければならない。 

５ 起案が同一文例のもので繰り返しなされるものは、あらかじめ帳票化したものを使用することができる。 

(文書の発信者名) 

第１２条 文書の発信者名は、法令に定めのある場合を除くほか、管理者名を用いるものとする。ただし、

次の各号に掲げるものについては当該各号に定める発信者名を用いることができる。 

⑴ 軽易な事案又は組合として発送する文書 組合名 

⑵ 対内文書又は軽易な対外文書 局長名 

⑶ 軽易な対内文書又は課・所長あて照会に対する回答文書 課長名(業務課に属する施設の副参事及び所

長あて照会に対する回答文書 業務課長名) 

２ 対内文書の発信者名については、職名のみを表示することとする。 

３ 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ、当該文書に担当課名、係名及び担当者名並び

に電話番号(内線番号を含む。)を記載するものとする。 

(回議) 

第１３条 起案文書の決裁を受けようとするときは、係、係長、主幹、副課長、所長、副参事、課長、次長、

局長及び管理者の順序で回議するものとする。また、管理者の指示により副管理者へ回議する。 

２ 起案文書に修正を加えた場合、当該修正者は、当該修正箇所に認印を押すものとする。 

(文書の審査) 

第１４条 起案文書のうち、配布又は発送を要するものは、所管の係長に回議した後に文書主任の形式審査

を受けなければならない。 

(合議) 

第１５条 起案の内容が他の課・所の事務に関係があるときは、当該起案文書を関係する他の課・所長に合

議をしなければならない。この場合において、上位の職にある者が、必要と認めるときは、下位の職にあ

る者に合議を求めることができる。 

２ 前項の場合において、合議を受けた者が、当該事案の処理に関し異議があるときは、所管課・所長と協

議して調整するものとし、又は調整ができないときは、意見を付して局長の指示を受けなければならない。 

(議案等の原議の提出) 

第１６条 次に掲げるものについては、管理者の方針決定及び決裁(以下「原議」という。)を受けた後、総

務課に提出しなければならない。 

⑴ 議案(予算及び決算議案を除く。)の案文 

⑵ 規則並びに規程形式の告示及び訓令の案文 



 66 

(起案の修正後の処理) 

第１７条 起案の内容に重大な修正があったとき又は廃案となったときは、所管課・所長は、合議者に対し

てその旨を通知しなければならない。 

(至急文書等) 

第１８条 起案者は、至急に決裁を受けるべきもの又は機密を要するものを起案するときは、起案用紙の右

上部の「至急」又は「秘」を赤色で囲むものとする。 

(持ち回り決裁) 

第１９条 急施を要する事項及び機密その他の重要な事項に関する起案文書は、課・所長又はその指示を受

けた職員が持ち回りで決裁を受けることができる。 

 

第４章 文書の施行 

(文書の記号及び番号等) 

第２０条 発送を要する文書には、課・所ごとに次の第1号から第3号までに掲げる文書記号及び会計年度に

よる一連番号を付けるものとする。ただし、争訟文書、契約文書及び賞状等並びに定例又は軽易な文書は、

当該文書記号及び番号を省略することができる。 

⑴ 組合名の頭文字（大広） 

⑵ 別表第1に掲げる課・所別記号 

⑶ 収受文書に基づくものは「収」、照会、依頼、通知等組合の発議に基づくものは「発」の文字(通達及

び指令には使用しない。) 

２ 前項に定めるもののほか特に必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、第2条第2号に規定する

課・所以外の組織のために文書記号を設けることができる。 

３ 条例、規則、議案、告示、公告及び訓令の文書番号は、それぞれの種類に応じ、暦年により、総務課に

おいて一連番号を付ける。 

４ 課・所長は、第1項に掲げるもののほか必要と認めるときは、証明書の発行、申請受付簿等の事務の形態

に応じ事務別記号を課・所別記号の次に付けることができる。 

５ 文書番号は、原則として、1件について1つとする。 

６ 前各項の規定にかかわらず、争訟、工事及び契約等に係る文書で同一事件として管理する必要がある場

合は、当該文書の文書番号の枝番号を用いることができる。 

７ 前項の場合において、当該文書が完結するまで同一番号を用い、その回数に従い「文書記号第○○○号

の2」のように「の2」から始まる枝番号を付けるものとする。 

８ 組合内に発する文書は、文書の記号及び番号に替えて「事務連絡」の文字を付けることができる。 

９ 日付は、配布又は発送の年月日とする。 

(文書の浄書及び印刷) 

第２１条 文書の浄書及び印刷は、所管課・所において行うものとする。 

(公印の押印) 

第２２条 起案者は、発送文書の所定の箇所に大里広域市町村圏組合公印規則(昭和４７年規則第３号)に規

定するところにより公印を押し、及び重要なものについては、契印を押さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、照会及び通知等の文書で当該内容が軽易なものについては、公印の押印を省

略することができる。 

３ 前項の場合においては、当該文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がない

と認めるときは、当該記載をしないことができる。 

(課・所における発送手続) 

第２３条 文書主任は、発送に必要な処理を施した文書を次の表の左欄の区分に従いそれぞれ対応する右欄

に規定する文書取扱時間内に総務課に発送を依頼するものとする。 

発送方法 総務課での文書取扱時間等 

郵送 午前8時30分から午後0時までに依頼されたものに

ついては、当日。午後0時を過ぎたものについては、

翌営業日(土・日・祝日等は除く。) 

各課・所及び構成市町へのメール便 

 

毎週月曜日・水曜日・金曜日の午前8時30分までに

総務課連絡箱にあるものについては、当日（月曜

日・水曜日・金曜日が祝日等の場合は翌当該日） 

(発送の特例) 

第２４条 介護保険料の納付書その他同時に多量に発送すべき文書については、当該文書の所管課・所長は、

当該課において処理することができる。 

２ 課・所長は、急を要する文書及び市内に送達する文書を職員に使送させることができる。この場合にお

いて、当該職員は、文書使送簿(様式第6号)に必要な事項を記入し、及び使送先の受領印を受けるものとす



 67 

る。 

３ 前項後段の場合において、当該所管課・所が、当該文書が定例的なもの又は軽易なものと認めるときは、

この限りでない。 

(電気通信回線を利用した文書の発送) 

第２５条 文書の発送は、電気通信回線を利用して行うことができる。 

２ 前項の規定により文書を発送する場合(ファクシミリにより発送する場合を除く。)には、当該文書に、

電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第２条第１項に規定する電子署名を

いう。)を付し、又はこれに類する措置を講ずるものとする。ただし、第２２条第２項の規定により公印の

押印が省略される文書にあっては、この限りでない。 

 

第５章 文書の保管、保存及び廃棄 

(文書の保存区分及び年限) 

第２６条 文書の種別並びに文書の保管及び保存の期間(以下「保存年限」という。)は、法令に定めがある

もののほか、別表第２に定める保存年限の基準に基づき、所管課・所長が定めるものとする。 

２ 文書の種別及び保存年限に関し疑義があるときは、当該文書の所管課・所長は、総務課長と協議の上、

決定するものとする。 

(保存年限の起算日) 

第２７条 文書の保存年限の起算日は、処理を完結した日の属する会計年度の翌会計年度の４月１日とする。

ただし、暦年により整理する文書の保存年限の起算日は、その処理が完結した日の属する年の翌年の１月

１日とする。 

(完結文書の整理) 

第２８条 課・所長は、前条に規定する起算日が到来するときは、処理の完結した文書(以下「完結文書」と

いう。)を保管し、又は保存するために必要な指示を文書主任にしなければならない。 

(完結文書の保管) 

第２９条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、所管課・所において保管するも

のとする。 

⑴ 前会計年度及び前年の完結文書 

⑵ 現会計年度及び現年の完結文書 

(完結文書の保存) 

第３０条 課・所長は、完結文書を保存するときは、保存年限別に文書保存箱に収納した文書に当該文書の

名称を記した保存文書登録票(様式第７号)を文書保存箱1箱につき1枚作成し、課・所長の指定した保存場

所に保存しなければならない。 

(組織改正等に伴う文書の引継ぎ) 

第３１条 課・所長は、組織改正又は事務分掌の変更に伴う事務引継ぎを行うときは、当該文書を他の課・

所長に引き継がなければならない。 

２ 前項の課・所長及び当該他の課・所長は、前項の文書の引継ぎを完了したときは、保存文書登録票に必

要な訂正を行い、又は新たに作成しなければならない。 

(文書の廃棄) 

第３２条 文書の廃棄は、毎年５月に行うものとする。 

(継続保存を要する場合) 

第３３条 課・所長は、保存年限が到来する文書を引き続き保存する必要があると認めるときは、総務課長

と協議の上、新たに期限を定めて継続して保存することができる。 

 

第６章 雑則 

(連絡票の使用) 

第３４条 口頭により連絡又は通知等を受けた場合は、軽易なものを除き、連絡票(様式第８号)を使用する

ものとする。 

２ 前項の連絡票の処理については、第１３条及び第１５条の規定を準用する。 

３ 公務上の連絡等は、原則として口頭によらず連絡票を使用して行うものとする。 

(その他) 

第３５条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 
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別表第１(第２０条関係) 

課・所別記号一覧表 

課・所名 記号 

総務課 総 

介護保険課管理係、保険係 介 

     認定係 介認 

業務課業務係 業 

   熊谷衛生センター 熊セ 

   深谷清掃センター 深セ 

   江南清掃センター 江セ 

   大里広域クリーンセンター 大セ 

 

別表第２ (第２６条関係) 

第１種(永久保存文書) 

１ 条例、規則その他例規に関するもの 

２ 職員の身分、進退、賞罰、任免等に関するもの 

３ 退職金、恩給、遺族扶助料等に関するもの（市町からの派遣職員を除く、大里広域市町村圏組合正

規職員のものに限る。） 

４ 組合議会の会議録、議決等に関するもの 

５ 大里広域市町村圏組合の設立や歴史等の資料となる重要なもの 

６ 特殊な処分又は事務の創始若しくは改廃に関する書類のうち重要なもの 

７ 訴訟、和解、不服申立て及び異議申立てに関するもの 

８ 歳入歳出予算書及び決算書 

９ 各種調査、統計に関する重要なもの 

10 起債の償還等に関する重要なもの 

11 諸契約及び許可に関する重要なもの 

12 事業計画及び実施等に関する重要なもの 

13 事務引継に関する重要なもの 

14 機関の設置又は廃止に関する重要なもの 

15 原簿、台帳等で重要なもの 

16 前各号に掲げるもののほか、永久保存を必要とするもの 

第２種(１０年保存文書) 

１ 各種の調査、統計等で永久保存の必要のないもの 

２ 人事又は給与に関するもので永久保存の必要のないもの 

３ 組合議会に関するもので永久保存の必要のないもの 

４ 工事又は物品等に関するもの 

５ 備品の出納保管等に関するもの 

６ 決算処理の終わった収支に関するもので永久保存の必要のないもの 

７ 補助金及び借入金等に関するもので永久保存の必要のないもの 

８ 陳情請願等に関するもの 

９ 原簿、台帳等で永久保存の必要のないもの 

10 申請、報告及び届出等で永久保存の必要のないもの 

11 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要とするもの 

第３種(５年保存文書) 

１ 原簿、台帳等に記入済みの書類で5年を超えて保存のする必要のないもの 

２ 各種保険に関するもの 

３ 照会、回答その他の往復文書に関するもの 

４ 文書の収受発送に関するもの 

５ 予算の令達及び執行に関するもの 

６ 消耗品及び材料に関するもの 

７ 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要とするもの 

第４種(１年保存文書) 

１ 軽易な照会、回答その他の往復文書に関するもの 

２ 各種日誌、官報等 

３ 一時の処理に係る書類、願、届出及び通知書等で1年保存を必要とするもの 

４ 前各号に掲げるもののほか、1年保存を必要とするもの 
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様式第１号(第６条関係) 

 

書留文書等控簿 

課・所         

年月日 引受局番号 差出人の住所及び氏名 金額 確認印 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

様式第２号(第６条関係) 

 

文書収受発送件名簿 

収発月

日及び

番号 

差出元又

はあて先 

件 名 施行及び公印使

用年月日 

公印の使用承認 課長確

認印 

月 日 

第 号 

から 

あて 

(回答期限 月 日) 月 日 

1回答2通知3 

課長 使用者 保管者  

   

月 日公印使用 

月 日 

第 号 

から 

あて 

(回答期限 月 日) 月 日 

1回答2通知3 

課長 使用者 保管者  

   

月 日公印使用 

月 日 

第 号 

から 

あて 

(回答期限 月 日) 月 日 

1回答2通知3 

課長 使用者 保管者  

   

月 日公印使用 

月 日 

第 号 

から 

あて 

(回答期限 月 日) 月 日 

1回答2通知3 

課長 使用者 保管者  

   

月 日公印使用 
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様式第３号(第６条関係) 

 

収受印  原版 

 

   
総務課       介護保険課管理係、保険係     介護保険課認定係 

 

  
業務課業務係      業務課熊谷衛生センター 

 

 

   
業務課深谷清掃センター   業務課江南清掃センター  業務課大里広域クリーンセンター 
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様式第４号(第６条関係) 

 

その１ 

回  議  印 

文書主任  係   合議  係長  副課長  課長  次長  局長  管理者 

 

 

その２（本様式は、合議者が多い場合に使用することができる。） 

回議印 

係 

 

係長 副課長 課長 

 

 

   専決 

次長 

 

 

   専決 

局長 

 

 

   専決 

管理者 

文書主任 

合

議 
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様式第５号(第11条関係) 

 

起  案 (復 命) 書       秘 ・ 至急 

大里広域市町村圏組合 起 案 日   ・  ・        収 

          第   号 

       発             課 施行予定日   ・  ・ 

             係 

(電話番号        ) 

決 裁 日   ・  ・ 事   務   連   絡 

施 行 日   ・  ・ 決裁区分 課長・次長・局長・管理者 

係 

 

係長 副課長 課長 

 

 

専決 

次長 

 

 

専決 

局長 

 

 

専決 

管理者 

文書主任   

   

課内合議 

 

 

課外合議 合議者意見 

 

あ て 先      

(出 張 日) 

(出 張 先) 

 
発 信 者     

(復 命 者) 
 

件 名 

     

処理方針             照会・依頼・回答・通知 

 上記のことについて次のように  申請・協議・決定・報告 してよいか伺います。 

                 復命・送付       します。 

施行上の 

取 扱 い 
例規  公示  公印省略  浄書依頼 普通郵便  書留  速達  親展 

内容証明  配達証明  使送  直接  （                ） 

保存年限     永・１０・５・１・法令(  年) 文 書 名       

大里広域市町村圏組合広域          （起案用紙１） 
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様式第６号(第24条関係) 

 

       文書使送簿                (     ) 

使送年月日 あて先 件名 受領印 使送者印 備考 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

様式第７号(第30条関係) 

保存文書登録票 

年度 登録番号※ 

       

保存年限満了年月 

 

             年      月 

廃棄年月日※ 

 

年   月   日  

内容（詳細に書いてください） 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

/ 
15 

課・所 

※欄以外は、すべて書いてください。 
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様式第８号(第34条関係) 

 

連  絡  票 

  係  係長  副課長  課長  次長  局長 合議 

１ 日時    年    月    日（  ） 
午前 

午後 
時     分 

２ 連絡者         課・所         係 

氏名 

 

                印 

３ 件名、内容等 
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   第４章 公 印 

   ○大里広域市町村圏組合公印規則 

                                  昭和47年6月15日 

                                  規則第3号 

                               改正 昭和49年10月 7日規則第 2号 

                               改正  平成14年12月26日規則第 2号 

改正 平成17年10月 1日規則第 9号 

   平成19年 3月30日規則第 3号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、大里広域市町村圏組合の公印について、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （公印名等） 

第２条 公印名、字句、形状、書体、寸法、個数及び使用区分は別表による。 

 （準用） 

第３条 この規則に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、熊谷市公印規則（平成１７年熊谷市規則第１

３号）を準用する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和49年10月7日規則第2号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成14年12月26日規則第2号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

   附 則（平成17年10月1日規則第9号） 

 この規則は、平成１７年１０月１日から適用する。 

附 則（平成19年3月30日規則第3号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

別表  

公 印 名 字          句 形 状 書 体 寸 法 個数 使用区分 

庁 印 大里広域市町村圏組合印 正方形 てん書 20ミリ １ 一般公文書 

管 理 者 印 大里広域市町村圏組合管理者之印 〃 〃 〃 １ 〃 

副 管 理 者 印 大里広域市町村圏組合副管理者之印 〃 〃 〃 ８ 〃 

事 務 局 長 印 大里広域市町村圏組合事務局長之印 〃 〃 〃 １ 〃 

会計管理者印 大里広域市町村圏組合会計管理者之印 〃 〃 〃 １ 〃 

管 理 者 職 務 

代 理 者 印 

大里広域市町村圏組合管理者職務代理

者之印 
〃 〃 〃 １ 〃 

出 張 所 用 

管 理 者 印 

大里広域市町村圏組合管理者之印 

熊谷事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

深谷事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

妻沼事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

岡部事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

寄居事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

大里事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

江南事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

川本事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 

〃 
〃 

花園事務所 
〃 〃 〃 １ 〃 
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   第５章 情報公開 

   ○大里広域市町村圏組合情報公開条例 

平成14年12月4日 

条例第6号  

改正 平成17年10月 1日条例第 1号 

改正 平成17年12月27日条例第 4号 

平成19年 2月13日条例第 2号 

                                  平成25年 3月29日条例第 1号 

平成28年 3月23日条例第 4号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、知る権利の保障に資する行政情報の公開を請求する権利を保障し、組合の諸活動につ

いて説明する責務を明らかにすることにより、大里地域住民(以下「住民」という。)の組合行政への参加

を促進し、組合行政の公正な執行と組合行政に対する住民の信頼を確保し、もって開かれた組合行政のよ

り一層の推進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。 

 ⑵ 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録（電子的 

  方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下 

  同じ。）であって、当該実施機関が保有しているものをいう。 

 ⑶ 行政情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、 

  又はその写しを交付することをいう。 

 （実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、行政情報の公開を請求する権利が保障されるように、この条例を解釈し、運用するも

のとする。 

２ 実施機関は、行政情報の公開に当たっては、個人に関する情報を最大限に保護しなければならない。 

 （利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例

の目的に即して適正に使用しなければならない。 

 （行政情報の公開請求権） 

第５条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。 

 （行政情報の公開の請求方法） 

第６条 前条の規定により行政情報の公開を請求しようとするものは、当該請求に係る行政情報を保有して

いる実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

 ⑵ 公開の請求に係る行政情報の件名又は内容 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項 

２ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求したもの（以下「請求者」とい 

 う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関 

 は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 （行政情報の原則公開） 

第７条 実施機関は、前条第１項の規定による行政情報の公開の請求（以下「公開請求」という。）があっ

た場合は、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）

が含まれているときを除き、請求者に当該行政情報を公開しなければならない。 

 ⑴ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別 

  され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人が識別されないが、公開することにより、なお個人の 

  権利利益が損なわれるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

  ア 法令、条例等の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報 

  イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報 

  ウ 公務員の職務の遂行に当たって記録された当該公務員に関する情報であって、公開することが公益

上必要であると認められるもの 

  エ 法令、条例等の定めるところにより行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際し

て作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの 

 ⑵ 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を 



 77 

  営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人 

  の競争上若しくは事業運営上の地位、社会的地位その他正当な利益が損なわれるおそれがあると認めら

れるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

     ア  事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するた 

        め、公開することが必要であると認められる情報 

   イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護 

      するため、公開することが必要であると認められる情報 

   ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの 

 ⑶ 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等（国、他の地方公共団体及び公共的団体をい 

  う。以下同じ。）の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であっ 

  て、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるも 

  の 

⑷ 組合の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、試験の問題、職 

 員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が 

 損なわれるおそれがあると認められるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそがあ 

 ると認められるもの、関係当事者間の協力関係若しくは信頼関係が損なわれるおそれがあると認められ 

 るもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるお 

 それがあると認められるもの 

 ⑸ 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公 

  開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあると認められるもの 

 ⑹ 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持 

  に支障が生ずるおそれがあると認められる情報 

 ⑺ 法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報 

 ⑻ 法令の規定に基づき、主務大臣等から公開しないように指示のあった情報 

２ 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が含まれている場合において、その部分を容易に、

かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該行政情報を公開しな

ければならない。 

３ 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、当該行

政情報を公開しなければならない。 

 （行政情報の存否に関する情報） 

第８条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを明らかにすることにより、

非公開情報として保護すべき利益が損なわれることとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明

らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。 

 （公開請求に対する決定等） 

第９条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求を受けた日から起算して１５日以内に、公開請求

に対する公開の可否の決定をしなければならない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しな

ければならない。 

３ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、行政情報の公開をしない旨の決定（第７条第２項の規

定により公開請求に係る行政情報の一部を公開しない場合及び前条の規定により公開請求を拒否する場合

の決定を含む。以下「非公開等の決定」という。）をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなけれ

ばならない。この場合において、当該行政情報が期間の経過により公開でき、かつ、その期日が明示でき

るときは、その期日を併せて記載しなければならない。 

４ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に同項の決定をすることができないと

きは、公開請求を受けた日から起算して６０日を限度として、その期間を延長することができる。この場

合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる期間を書面により通知

しなければならない。 

５ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、当該決定に係る行政情報に組合以外の第三者に関する

情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。 

 （行政情報の公開の実施及び方法） 

第１０条 実施機関は、前条第１項の規定により行政情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対

し、速やかに当該行政情報の公開をしなければならない。 

２ 行政情報の公開の実施は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

ただし、実施機関は、当該行政情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由が

あるときは、その写しによりこれを行うことができる。 

 ⑴ 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付 
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 ⑵ 電磁的記録 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法 

 （費用負担） 

第１１条 行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。 

２ この条例の定めるところにより行政情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要す

る費用を負担しなければならない。 

３ 前項の費用は、行政情報の公開の際、これを徴収する。 

 （審理員による審理手続きに関する規定の適用除外） 

第１２条 第９条第１項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 
 （審査請求があった場合の手続） 

第１２条の２ 第９条第１項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に

対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく大里広域市町村圏組合情

報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならな

い。 

 ⑴ 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

 ⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとするとき（第９条

第５項の規定により反対意見が表明されているときを除く。）。 

 （組合行政に関する行政情報の整備等） 

第１３条 実施機関は、組合行政に関する行政情報の整備その他この条例による情報公開制度の充実発展を

図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により情報公開制度の改善の施策を立案し、及び実施するに当たっては、大里

広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。 

 （検索資料の作成等） 

第１４条 実施機関は、行政情報を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。 

 （実施状況の公表） 

第１５条 管理者は、毎年度、この条例による行政情報の公開の実施状況を公表するものとする。 

 （情報提供の充実） 

第１６条 実施機関は、この条例の定めるところにより行政情報の公開をするほか、組合行政に関する情報

を住民に積極的に提供するよう努めなければならない。 

 （他の制度等との調整） 

第１７条 この条例は、法令又は他の条例の定めるところにより、行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情

報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。 

２ この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、住民の利用に供することを目的 

として管理している図書等については、適用しない。 

 （委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行し、同日以後に作成し、又は取得した行政情報について適 

 用する。  

  （施行日前の行政情報の任意的公開） 

２ 実施機関は、施行の日前に作成し、又は取得した行政情報について公開の申出があった場合は、これに

応ずるよう努めるものとする。 

３ 第１２条の規定は、前項の規定により行政情報の公開をする場合について準用する。 

   附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成17年12月27日条例第4号） 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年 2月13日条例第2号） 

この条例は、平成１９年２月１３日から施行する。 

     附 則（平成25年3月29日条例第1号） 

 （施行期日） 

１  この条例は、平成２５年７月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この条例の施行の際現に改正前の第１１条の規定によりなされている公開の申出につい

 ては、なお従前の例による。 

３  改正後の第７条第１項、第８条及び第１０条第２項の規定は、この条例の施行の日以後  
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 になされた公開の請求について適用し、同日前になされた公開の請求については、なお従  

 前の例による。 

   附  則（平成28年 3月 23日条例第 4号抄）  

 （施行期日） 

１  この条例は平成２８年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この条例の施行の日前になされた改正前の第９条第１項の決定又は同日前になされた同

条例第６条第１項の規定による公開の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお

従前の例による。 
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   ○大里広域市町村圏組合情報公開条例施行規則 

平成15年 3月31日 

規則第1号 

改正 平成17年 3月30日規則第 2号 

改正 平成26年 2月20日規則第 1号 

改正 平成28年 3月25日規則第 3号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合情報公開条例（平成１４年条例第６号。以下「条例」という。） 

第１８条の規定に基づき、管理者が保有する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 条例第６条第１項の規定による請求書の提出は、行政情報公開請求書（様式第１号）により行うも

のとする。 

２ 条例第６条第１項第３号に規定する実施機関が定める事項は、公開方法の区分とする。 

（請求に対する決定等の通知） 

第３条 条例第９条第２項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によ

り行うものとする。 

 ⑴ 行政情報の公開をする旨の決定 行政情報公開決定通知書（様式第２号） 

⑵ 行政情報の一部の公開をする旨の決定 行政情報部分公開決定通知書（様式第３号） 

 ⑶ 行政情報の公開をしない旨の決定 行政情報非公開決定通知書（様式第４号） 

２ 条例第９条第４項に規定する通知は、行政情報公開決定等期間延長通知書（様式第５号）により行うも

のとする。 

（公開の実施等） 

第４条 条例第１０条第１項に規定する行政情報の公開は、管理者が指定する日時及び場所において、関係

職員の立会いのもとに行うものとする。 

２ 前項の場合において、行政情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政情報を汚損し、又は破損するこ

とがないよう丁寧に取り扱わなければならない。 

３ 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴を中止

し、又は禁止することができる。 

４ 行政情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった行政情報１件につき１部とする。 

５ 条例第１０条第２項第２号に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に

応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。 

 ⑴ 録音テープ、ビデオテープその他の音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機 

  器により再生したものの視聴 

 ⑵ 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録から通常の方法により印字装置を用いて出力し

たものの閲覧又は写しの交付  

（費用） 

第５条 条例第１１条第２項に規定する行政情報の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。 

（行政情報の任意的公開の申出等） 

第６条 条例附則第２項の規定による行政情報の任意的公開の申出は、行政情報任意的公開申出書（様式第

６号）により行うものとする。 

２ 前項の申出に対する回答は、行政情報任意的公開回答書（様式第７号）により行うものとする。 

（実施状況の公表） 

第７条 条例第１５条の規定による実施状況の公表は、行政情報の公開の請求状況、請求に対する決定状況

その他必要な事項について、構成市町広報への掲載により行うものとする。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 17 年 3 月 30 日規則第 2 号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 26 年 2 月 20 日規則第 1 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 28 年 3 月 25 日規則第 3 号抄） 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

区 分 金 額 

写しの作成に要す

る費用 

複写機による写しの作

成 

日本工業規格Ａ列３番

まで 

白黒 １枚 １０円 

カラー １枚 ２０円 

その他の場合 実費相当額 

上記以外の方法により作成する場合 実費相当額 

写しの送付に要する費用 郵便料金の額 

備考 １枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、２枚として計算する。 
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様式第１号（第２条関係） 

行 政 情 報 公 開 請 求 書 
                                      年  月  日 

 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏  名  宛 

 

住  所 

(所在地) 

請求者 氏  名 
    (名称・代表者名) 

電話番号 

 

 

 大里広域市町村圏組合情報公開条例第６条第１項の規定により、次のとおり行政情報の公開を請求し

ます。 

 

行 政 情 報 の 

件名又は内容 

（行政情報の件名又は知りたい事項を具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

公開方法の区分 

 

 □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付（□ 郵送希望） 

 

備 考 

 

（注）□のある欄は、該当する□の中に✓印を記入してください。 
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様式第２号（第３条関係） 

行 政 情 報 公 開 決 定 通 知 書 
                                    文書記号第   号 

                                      年  月  日 

 

 

               様 

 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおり公開すること

と決定しましたので、大里広域市町村圏組合情報公開条例第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

行 政 情 報 の 

件 名 又 は 内 容 

 

 

 

 

公 開 方 法 の 区 分 

 

 □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付（□ 郵送） 

 

 

 

公 開 の 日 時 

及 び 場 所 

 

 

日時 

                  午前 

 

年    月    日（ ）      時     分 

 

                

場所  

 

担 当 

 

             課          係 

 

電話番号                    内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
 

（注）１ 行政情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 

   ２ 公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめその旨を連絡してください。 

   ３ この決定により公開を受ける行政情報は、大里広域市町村圏組合情報公開条例の目的に即し 

て適正に使用してください。 
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様式第３号（第３条関係） 

行 政 情 報 部 分 公 開 決 定 通 知 書 
                                    文書記号第   号 

                                      年  月  日 

 

               様 

 

                               大里広域市町村圏組合 

                               管理者  氏    名  □印  

     年  月  日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおり行政情報の一部

を公開することと決定しましたので、大里広域市町村圏組合情報公開条例第９条第２項の規定により通

知します。 

行 政 情 報 の 

件 名 又 は 内 容 
 

公 開 方 法 の 区 分  □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付（□ 郵送） 

公 開 の 日 時 

及 び 場 所 

日時 

                  午前 

年    月    日（ ）      時     分 

               午後 

場所  

 

公 開 す る こ と が 

で き な い 部 分 

及 び 理 由 

 

（公開することができない部分） 

 

大里広域市町村圏組合情報公開条例第７条第１項第  号に該当 

（理由） 

行 政 情 報 の 全 部 

を 公 開 す る こ と 

が で き る 期 日 

   年  月  日以後であれば、請求に係る行政情報の全部を公開する

ことができますので、同日以後に改めて公開の請求をしてください。 

担 当 
               課          係 

電話番号                   

備 考  
請求 

番号 
 

（注）１ 行政情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 

   ２ 公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめその旨を連絡してください。 

   ３ 「行政情報の全部を公開することができる期日」の欄には、請求に係る行政情報が期間の経

過により公開することができるもので、かつ、その期日を明示することができる場合に記入し

てあります。 

４ この決定により公開を受ける行政情報は、大里広域市町村圏組合情報公開条例の目的に即し 

て適正に使用してください。 

５ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大里広域市町村圏組合管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

６ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、大里広

域市町村圏組合を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において大里広域

市町村圏組合を代表する者は、大里広域市町村圏組合管理者です。ただし、この決定があった

ことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 
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様式第４号（第３条関係） 

行 政 情 報 非 公 開 決 定 通 知 書 
 

                                    文書記号第   号 

                                      年  月  日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおり公開しないこ

とと決定しましたので、大里広域市町村圏組合情報公開条例第９条第２項の規定により通知します。 

 

行 政 情 報 の 

件 名 又 は 内 容 

 

 

公 開 す る こ と が 

で き な い 理 由 

                  第７条第１項第  号 

大里広域市町村圏組合情報公開条例             に該当  

                  第８条 

（理由） 

 

 

行政情報を公開する 

こ と が で き る 期 日 

    年  月  日以後であれば、請求に係る行政情報を公開すること

ができますので、同日以後に改めて公開の請求をしてください。 

担 当 
             課          係 

電話番号                   

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
 

（注）１ 「行政情報を公開することができる期日」の欄には、請求に係る行政情報が期間の経過によ

り公開することができるもので、かつ、その期日を明示することができる場合に記入してあり

ます。 

２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大里広域市町村圏組合管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

３ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、大里広

域市町村圏組合を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において大里広域

市町村圏組合を代表する者は、大里広域市町村圏組合管理者です。ただし、この決定があった

ことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 
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様式第５号（第３条関係） 

行 政 情 報 公 開 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書 
 

                                    文書記号第   号 

                                      年  月  日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった行政情報の公開については、大里広域市町村圏組合情

報公開条例第９条第４項の規定により、次のとおり決定する期間を延長しましたので通知します。 

 なお、公開の可否の決定をしたときは、速やかに通知します。 

 

 

行 政 情 報 の 

件 名 又 は 内 容 

 

 

 

条 例 第 ９ 条 第 １ 項 

 

に規定する決定期間 

 

 

         年    月    日から 

 

         年    月    日まで 

 

 

 

延 長 後 の 決 定 期 間 

 

 

 

         年    月    日から 

 

         年    月    日まで 

 

 

 

延 長 す る 理 由 

 

 

 

 

担 当 

 

               課          係 

電話番号                   

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
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様式第６号（第５条関係） 

行 政 情 報 任 意 的 公 開 申 出 書 
 

                                      年  月  日 

 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏  名  宛 

 

住  所 

(所在地) 

請求者 氏  名 
    (名称・代表者名) 

電話番号 

 

                                    

 行政情報の任意的公開を受けたいので、大里広域市町村圏組合情報公開条例附則第２項の規定により、

次のとおり申し出ます。                     

 

行 政 情 報 の 

件 名 又 は 内 容 

（行政情報の件名又は知りたい事項を具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

公 開 方 法 の 区 分 

  

□ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付（□ 郵送希望） 

 

 

 

備 考 

 

 

 

（注）□のある欄は、該当する□の中にレ印を記入してください。 
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様式第７号（第５条関係） 

行 政 情 報 任 意 的 公 開 回 答 書 
 

                                    文書記号第   号 

                                      年  月  日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

                                              

                                       

       年  月  日付けで申出のあった行政情報の任意的公開については、次のとおり  

  公 開 す る 

一部を公開する   することと決定しましたので、回答します。 

  公 開 し な い 

 

 

行 政 情 報 の 

件 名 又 は 内 容 

 

 

公 開 方 法 の 区 分 

 

 □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付（□ 郵送） 

 

 

公 開 の 日 時 

及 び 場 所 

 

日時 

                  午前 

年   月   日（ ）      時     分 

               午後 

場所  

 

公 開 す る こ と が 

で き な い 部 分 

及 び 理 由 

 

（公開することができない部分） 

□ 全部    □ 一部（                ） 

大里広域市町村圏組合情報公開条例第７条第１項第  号に該当 

（理由） 

 

 

行政情報を公開する 

こ と が で き る 期 日 

   年  月  日以後であれば、申出に係る行政情報を公開することが

できますので、同日以後に改めて公開の申出をしてください。 

 

担 当 

 

              課          係 

電話番号                   

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
 

（注）１ 行政情報の公開を受ける際には、この回答書を提示してください。 

   ２ 公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめその旨を連絡してください。 

   ３ 「行政情報を公開することができる期日」の欄には、申出に係る行政情報が期間の経過によ 

り公開することができるもので、かつ、その期日を明示することができる場合に記入してあり 

ます。 

４ この決定により公開を受ける行政情報は、大里広域市町村圏組合情報公開条例の目的に即し 

て適正に使用してください。 
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○大里広域市町村圏組合個人情報保護条例 
                                  平成14年12月4日 

                                  条例第 7号 

                               改正 平成17年10月 1日条例第 1号 

 改正                               平成17年12月27日条例第 4号 

                                  平成19年 2月13日条例第 2号 

平成25年 3月29日条例第 1号 

平成28年 3月23日条例第 5号 

 （目的） 

第１条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、組合が保有する自己

に関する個人情報の開示、訂正等を請求する住民の権利を保障することにより、住民の権利利益を保護し、

もって公正で信頼される組合行政のより一層の推進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。 

⑵ 個人情報 生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

う。 

 ⑶ 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職

員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの（行政情報（大里広域市町村圏組合

情報公開条例（平成１４年条例第６号）第２条第２号に規定する行政情報をいう。第７号において同じ。）

に記録されているものに限る。）をいう。 

 ⑷ 事業者 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。）及び事業を営む個人をいう。 

 ⑸ 住民 熊谷市、深谷市及び寄居町（以下「構成市町」という。）に住所を有する者及び構成市町に住 

  所を有しないが実施機関に個人情報の収集、保管及び利用（以下「収集等」という。）をされている者 

  をいう。 

 ⑹ 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 ⑺ 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施

機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの（行政情報に記録されて

いるものに限る。）をいう。 

 ⑻ 情報提供等記録 番号利用法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特定個人情報をい

う。 

 ⑼ 電子計算機処理 電子計算機を利用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理することをい 

  う。 

 （実施機関等の責務） 

第３条 実施機関は、個人情報の収集等を行うに当たっては、個人の権利利益を尊重するとともに、個人情

報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業の実施に当たって個人情報の収集等を行う

ときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策

に協力しなければならない。 

 （住民の責務） 

第５条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、

他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

 （収集の原則） 

第６条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」と

いう。）の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段

により収集しなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴ 本人の同意があるとき。 

 ⑵ 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

 ⑶ 出版、報道等により公にされているとき。 

 ⑷ 所在不明その他の事由により本人から収集することができないとき。 
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 ⑸ 争訟、選考、指導、相談等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から 

  収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務事業の適正な執行 

  に支障が生ずると認められるとき。 

 ⑹ 住民の生命、身体、財産等を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

 ⑺ 国又は他の地方公共団体（以下「国等」という。）から収集する場合において、当該個人情報を収集 

  することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、実施機関が大里広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審議会（以下 

  「審議会」という。）の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。 

３ 法令等その他の規程に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これ

らに類する行為を行った者以外の者に係る個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、前項第１号の

規定に該当して収集されたものとみなす。 

 （収集の制限） 

第７条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。 

 ⑴ 思想、信条及び宗教に関する事項 

 ⑵ 犯罪に関する事項 

 ⑶ 社会的差別の原因となるおそれのある事項 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に掲げる事項

に関する個人情報を収集することができる。 

 ⑴ 法令等に定めがあるとき。 

 ⑵ 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。 

 （個人情報取扱事務の届出等） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管

理者に届け出なければならない。 

 ⑴ 個人情報取扱事務の名称 

 ⑵ 個人情報取扱事務の目的 

 ⑶ 個人情報の対象者 

 ⑷ 個人情報の項目 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出な

ければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により届け出た事務を廃止したときは、速やかにその旨を管理者に届け出な

ければならない。 

４ 管理者は、前３項の規定による届出を受けたときは、その内容を住民の閲覧に供するとともに、審議会

に報告しなければならない。 

 （適正な管理） 

第９条 実施機関は、個人情報の収集等を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な

管理を行わなければならない。 

 ⑴ 保有個人情報は、正確かつ最新なものとすること。 

 ⑵ 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。 

 ⑶ 保有する必要のなくなった保有個人情報は、速やかに、廃棄し、又は消去すること。 

２ 実施機関は、前項に規定する保有個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を定めなけれ

ばならない。 

 （委託に関する措置） 

第１０条 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を組合又は構成市町以外の者に委託するときは、個人情報

の適正な管理に関し契約を交わすことその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

 （受託者等の責務） 

第１１条 実施機関から個人情報取扱事務の処理の委託を受けた者（その者から当該委託に係る業務の委託

（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。次項において同じ。）は、個人情報の保護に

関し必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関から個人情報取扱事務の処理の委託を受けた者が行う当該委託に係る業務に従事している者又

は従事していた者は、当該個人情報取扱事務の処理に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的

に使用してはならない。 

 （利用及び提供の制限） 

第１２条 実施機関は、保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）の第８条第

１項第２号に規定する個人情報取扱事務の目的の範囲を超える利用（以下「目的外利用」という。）又は

組合及び構成市町以外のものへの保有個人情報の提供（以下「外部提供」という。）をしてはならない。
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ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴ 本人の同意があるとき。 

 ⑵ 法令等に定めがあるとき。 

 ⑶ 出版、報道等により公にされているとき。 

 ⑷ 住民の生命、身体、財産等を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

 ⑸ 目的外利用又は国等へ外部提供をすることに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害 

  するおそれがないと認められるとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外

部提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付

し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。 

第１３条 実施機関は、保有特定個人情報の目的外利用をしてはならない。ただし、保有特定個人情報（情

報提供等記録を除く。）については、住民の生命、身体、財産等を保護するため、緊急かつやむを得ない

と認められる場合であって、本人の同意があるとき、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、こ

の限りでない。 

（保有個人情報の目的外利用等の届出） 

第１３条の２ 実施機関は、第１２条第１項ただし書の規定による保有個人情報の目的外利用若しくは外部

提供、前条ただし書の規定による保有特定個人情報の目的外利用、熊谷市個人番号の利用に関する条例（平

成２７年熊谷市条例第４１号）第３条第２項、深谷市個人番号の利用に関する条例（平成２７年深谷市条

例第２８号）第３条第３項若しくは寄居町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年寄居町条例第３４号）第４条第３項の規定による保有特定個人情報の利用又は番号利用法第１９条の

規定による保有特定個人情報の提供（以下この条において「目的外利用等」と総称する。）をしたときは、

次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。 

 ⑴ 目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称 

⑵ 目的外利用等をした理由 

⑶ 目的外利用等をした保有個人情報又は保有特定個人情報の項目 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、管理者が定める事項 

 （電子計算機の結合の制限） 

第１４条 実施機関は、保有個人情報の電子計算機処理を行うときは、組合及び構成市町以外の電子計算機

と通信回線による結合（保有個人情報を組合及び構成市町以外のものが随時入手し得る状態をいう。）を

してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴ 法令等に定めがあるとき。 

 ⑵ 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。 

 （開示の請求等） 

第１５条 住民は、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報（以下「自己情報」という。）の開示を請

求することができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見

人の法定代理人又は本人の委任による代理人。第１７条において同じ。）は、本人に代わって前項の開示

を請求することができる。ただし、未成年者で１５歳以上のものの法定代理人が請求する場合は、本人の

同意を必要とする。 

３ 実施機関は、第１項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）があった場合は、開示請求

に係る自己情報に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「不開示情報」という。）が含まれていると

きを除き、開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）に当該自己情報を開示しなければならない。 

 ⑴ 法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報 

 ⑵ 個人の評価、診断、判定、選考等に関する個人情報であって、本人に知らせないことが正当であると 

  認められるもの 

 ⑶ 開示請求に係る自己情報に開示請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情報が含まれ

ている場合であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認

められる情報 

 ⑷ 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全及び秩序の維 

  持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報 

 ⑸ 組合、構成市町及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示 

  することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民 

  の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあ 

  ると認められるもの 

 ⑹ 組合、構成市町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるお 



 92 

  それその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められ 

  るもの 

  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、構成市町若しくは国等の財産上の利益又は当事者と

しての地位を不当に害するおそれ 

  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

 ⑺ 組合、構成市町及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、 

  開示することにより、組合、構成市町及び国等の協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあ 

  ると認められるもの 

４ 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、その部分を容

易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該自

己情報を開示しなければならない。 

５ 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報が含まれている場合であっても、期間の経過により

不開示情報に該当しなくなったときは、当該自己情報を開示しなければならない。 

 （保有個人情報の存否に関する情報） 

第１６条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを明らかにすることに

より、不開示情報として保護すべき利益が害されることとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の

存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

 （開示請求の方法） 

第１７条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 氏名及び住所 

 ⑵ 開示請求に係る自己情報の名称又は内容 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る自己情報の本人又はその法定代理

人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならな

い。 

３ 法定代理人が、開示請求をしようとする場合において、第１５条第２項ただし書の規定により本人の同

意が必要なときは、本人の同意を明らかにする書類を前項の書類に併せて提出しなければならない。 

 （開示請求に対する決定等） 

第１８条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求を受けた日から起算して１５日以内に、開示請

求に対する開示の可否の決定をしなければならない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知

しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、自己情報を開示しない旨の決定（第１５条第４項の規

定により開示請求に係る自己情報の一部を開示しない場合及び第１６条の規定により開示請求を拒否する

場合の決定を含む。以下「不開示等の決定」という。）をしたときは、前項の書面にその理由を記載しな

ければならない。この場合において、当該自己情報が期間の経過により開示でき、かつ、その期日が明示

できるときは、その期日を併せて記載しなければならない。 

４ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に同項の決定をすることができないと

きは、開示請求を受けた日から起算して６０日を限度として、その期間を延長することができる。この場

合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる期間を書面により

通知しなければならない。 

５ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、当該決定に係る自己情報に第３者に関する情報が含ま

れているときは、あらかじめ当該第３者の意見を聴くことができる。 

 （開示の実施及び方法） 

第１９条 実施機関は、前条第１項の規定により自己情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に

対し、速やかに当該自己情報を開示しなければならない。 

２ 自己情報の開示の実施は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

ただし、実施機関は、当該自己情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由が

あるときは、その写しによりこれを行うことができる。 

 ⑴ 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付 

 ⑵ 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。第３４条において同じ。） 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施

機関の定める方法 
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３ 第１７条第２項の規定は、前項の規定により自己情報の開示を受ける者について準用する。 

 （訂正等の請求） 

第２０条 住民は、自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自己情報を保有してい

る実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 

⑴ 事実に誤りがあるとき 当該自己情報の訂正 

⑵ 第６条第１項若しくは第２項若しくは第７条の規定に違反して収集されたものであるとき、第１２条

第１項若しくは第１３条の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第２０条の規定に違反して

収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第２８条の規定に違反して作成された特定個

人情報ファイル（番号利用法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されている

とき 当該自己情報の削除又は利用の中止 

⑶ 第１２条第１項又は番号利用法第１９条の規定に違反して提供されているとき 当該自己情報の提供

の中止 

２ 第１５条第２項の規定は、前項の規定による自己情報の訂正、削除、利用の中止又は提供の中止（以下

「訂正等」という。）の請求について準用する。 

（情報提供等記録の適用除外） 

第２０条の２ 情報提供等記録については、前条の規定（訂正の請求に係る部分を除く。）は、適用しない。 

 （訂正等の請求の方法） 

第２１条 前条の規定により訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載し

た請求書を提出しなければならない。 

 ⑴ 氏名及び住所 

 ⑵ 訂正等の請求に係る自己情報の名称又は内容 

 ⑶ 訂正等を求める内容及び理由 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明

する資料を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 第１７条第２項及び第３項の規定は、訂正等の請求について準用する。 

 （訂正等の請求に対する決定等） 

第２２条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、訂正等の請求を受けた日から起

算して３０日以内に、自己情報の訂正等の可否を決定しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定により自己情報の全部又は一部について訂正等をする旨の決定をしたときは、

速やかに、訂正等をした上、訂正等の請求をした者（以下「訂正等請求者」という。）に対し、当該決定

の内容（一部について訂正等をする旨の決定のときは、当該決定の内容及び理由）を書面により通知しな

ければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により自己情報の訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対

し、速やかに当該決定の内容及び理由を書面により通知しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定による決定により情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると

認めるときは、その旨を総務大臣及び番号利用法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当

該訂正に係る番号利用法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機

関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、書面により通知しなければならない。 

５ 第１８条第４項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。 

 （費用負担） 

第２３条 自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。 

２ この条例の定めるところにより自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負

担しなければならない。 

 （審理員による審理手続きに関する規定の適用除外） 

第２４条 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に

係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しな

い。 

 （審査請求があった場合の手続） 

第２４条の２ 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作

為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれ

かに該当するときを除き、遅滞なく大里広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その

答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。 

 ⑴ 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

 ⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとするとき（第

１８条第５項の規定により反対意見が表明されているときを除く。）。 
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 ⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとするとき。 

 （苦情の申出） 

第２５条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速か

つ適切な処理に努めなければならない。 

 （事業者に対する措置） 

第２６条 管理者は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者

に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。 

２ 管理者は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、そ

の取扱いを是正するよう勧告することができる。 

３ 管理者は、事業者が正当な理由なく第１項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じなかった

とき、又は前項の規定による勧告に従わなかったときは、審議会の意見を聴いた上で、その事実を公表す

ることができる。 

 （国等への要請） 

第２７条 管理者は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、構成市町又は国等に対し、適

切な措置を講ずるよう要請するものとする。 

 （個人情報保護制度に関する事務の改善等） 

第２８条 実施機関は、個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善

に必要な措置を講ずるものとする。 

２ 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴くものとする。 

 （実施状況等の公表） 

第２９条 管理者は、毎年度、この条例による自己情報の開示及び訂正等の実施状況等を公表するものとす

る。 

 （他の制度等との調整） 

第３０条 この条例は、法令又は他の条例の規定により自己情報の開示又は訂正等の手続が定められている

場合における当該自己情報の開示（保有特定個人情報に係るものを除く。）又は訂正等については、適用

しない。 

２ この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、住民の利用に供することを目的と

して管理している図書等に記録されている個人情報については、適用しない。 

 （委任） 

第３１条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

（罰則） 

第３２条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第１１条第２項に規定する者が、正当な理由がない

のに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目

的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成

したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又

は１００万円以下の罰金に処する。 

第３３条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第３４条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に

属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金に処する。 

第３５条 前３条の規定は、組合及び構成市町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第３６条 偽りその他不正の手段により、第１８条第１項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、

５万円以下の過料に処する。 
 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第８条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、こ

の条例の施行の日以後、速やかに」とする。 

３ この条例の施行の際、現に実施機関において収集等をしている個人情報の処理については、この条例の

相当規定により行ったものとみなす。 

   附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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附 則（平成17年12月27日条例第4号） 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年 2月13日条例第2号） 

 この条例は、平成１９年２月１３日から施行する。 

      附 則（平成25年 3月29日条例第1号抄） 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。  

   附 則（平成28年 3月23日条例第5号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の

施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下、「施行日」という。）前になされた第１条の規定による改正前の第１８条

第１項の決定又は施行日前になされた同条例第１５条第１項の規定による開示の請求若しくは同条例第２

０条第１項の規定による訂正、同条第２項の規定による削除若しくは同条第３項の規定による目的外利用

等の中止の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。 



 96 

○大里広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則 

平成15年 3月31日 

規則第2号  

改正 平成17年 3月30日規則第 3号 

   平成28年 3月25日規則第 4号 
 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例（平成１４年条例第７号。以下「条例」とい

う。）第３１条の規定に基づき、管理者が管理する個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （個人情報取扱事務の届出等） 

第２条 条例第８条第１項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書（様式第１号）により行うものと

する。 

２ 条例第８条第１項第５号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 個人情報取扱事務の開始年月日 

 (2) 個人情報の収集方法 

 (3) 個人情報の収集の時期 

 (4) 保有個人情報の保存年限 

 (5) 保有個人情報の記録形態 

 (6) 保有個人情報の電子計算機処理の有無 

 (7) 委託の有無 

 (8) 個人情報保護管理者 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

３ 条例第８条第２項又は第３項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書（様式第２号）

により行うものとする。 

 （個人情報保護管理者） 

第３条 条例第９条第２項に規定する個人情報保護管理者は、保有個人情報を所管する課の長をもって充て

る。 

２ 個人情報保護管理者は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 保有個人情報の適正な管理に関すること。 

(2) 個人情報の収集の原則、収集の制限、利用及び提供の制限等適正な取扱状況の把握に関すること。 

 (3) 個人情報の保護に関する職員の指揮監督、意識啓発等を行うこと。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関すること。 

 （委託に関する措置） 

第４条 条例第１０条の規定により個人情報取扱事務の処理を組合以外の者に委託するときは、委託契約書

に次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、管理者が委託の内容又は性質により記載する必要

がないと認める事項については、この限りでない。 

 (1) 秘密保持に関する事項 

 (2) 情報の保管及び搬送に関する事項 

 (3) 再委託の禁止又は制限に関する事項 

 (4) 情報の委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項 

 (5) 情報の複写及び複製の禁止に関する事項 

 (6) 事故発生時における報告義務に関する事項 

 (7) 情報の返還及び処分に関する事項 

(8) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し、管理者が必要と認める事項 

 （目的外利用等の届出） 

第５条 条例第１３条の２の規定による届出は、保有個人情報目的外利用等届出書（様式第３号）により行

うものとする。 

２ 条例第１３条の２第４号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 目的外利用等の区分 

 (2) 目的外利用等の根拠 

 (3) 目的外利用等の期間 

 (4) 個人情報保護管理者 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

 （開示請求書の提出等） 

第６条 条例第１７条第１項に規定する請求書は、自己情報開示請求書（様式第４号）とする。 
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２ 条例第１７条第１項第３号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 本人が請求する場合 開示方法の区分 

(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 前号に定める事項、本人の氏名、住所及び状況並びに本

人との関係 

 (3) 本人に代わって当該本人の委任による代理人が請求する場合 第１号に定める事項、本人の氏名及び

住所並びに本人との関係 

 （本人確認に必要な書類） 

第７条 条例第１７条第２項（条例第１９条第３項及び第２１条第３項で準用する場合を含む。）に規定する

書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他の官公署が発行した書類であって、貼付された写真に

より本人であることが確認できるもの又は健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに準じる

書類であって本人であることを証明できるものとして管理者が認めたもの 

 (2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号 

  に掲げる書類及び戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類 

 (3) 本人に代わって当該本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第１号に掲げる書

類、本人の記名及び押印がある委任状並びに当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書 

 （開示請求に対する決定等の通知） 

第８条 条例第１８条第２項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書に

より行うものとする。 

 (1) 開示する旨の決定 自己情報開示決定通知書（様式第５号） 

 (2) 一部を開示する旨の決定 自己情報部分開示決定通知書（様式第６号） 

 (3) 開示しない旨の決定 自己情報不開示決定通知書（様式第７号） 

２ 条例第１８条第４項に規定する通知は、自己情報開示決定等期間延長通知書（様式第８号）により行う

ものとする。 

 （開示の実施等） 

第９条 条例第１９条第１項に規定する自己情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において、関係

職員の立会いのもとに行うものとする。 

２ 前項の場合において、自己情報を閲覧する者は、当該自己情報を汚損し、又は破損することがないよう

丁寧に取り扱わなければならない。 

３ 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、自己情報の閲覧を中止し、又は

禁止することができる。 

４ 自己情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった自己情報 1 件につき 1 部とする。 

５ 条例第１９条第２項第２号に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁記録の種別に応

じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。 

 (1) 録音テープ、ビデオテープその他の音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機

器により再生したものの視聴 

 (2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録から通常の方法により印字装置を用いて出力

したものの閲覧又は写しの交付 

 （訂正等の請求書の提出等） 

第１０条 条例第２１条第１項に規定する請求書は、自己情報訂正等請求書（様式第９号）とする。 

２ 条例第２１条第１項第４号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 本人が請求する場合 請求内容の区分 

(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 前号に定める事項、本人の氏名、住所及び状況並びに本

人との関係 

 (3) 本人に代わって当該本人の委任による代理人が請求する場合 第１号に定める事項、本人の氏名及び

住所並びに本人との関係 

 （訂正等の請求に対する決定等の通知） 

第１１条 条例第２２条第２項及び第３項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める通知書により行うものとする。 

 (1) 訂正等をする旨の決定 自己情報訂正等決定通知書（様式第１０号） 

(2) 一部について訂正等をする旨の決定 自己情報部分訂正等決定通知書（様式第１１号） 

 (3) 訂正等をしない旨の決定 自己情報不訂正等決定通知書（様式第１２号） 

２ 条例第２２条第４項において準用する条例第１８条第４項に規定する通知は、自己情報訂正決定等期間

延長通知書（様式第１３号）により行うものとする。 
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 （費用） 

第１２条 条例第２３条第２項に規定する事故情報の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。 

 （実施状況等の公表） 

第１３条 条例第２９条の規定による実施状況等の公表は、次に掲げる事項について、構成市町の広報への

掲載により行うものとする。 

 (1) 自己情報の開示、訂正等の請求状況 

 (2) 自己情報の開示、訂正等の請求に対する決定状況 

 (3) 個人情報取扱事務の届出の状況 

 (4) 目的外利用等の届出の状況 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

 （その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年3月30日規則第3号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成28年3月25日規則第4号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１２条関係） 

区 分 金 額 

写しの作成に要す

る費用 

複写機による写し

の作成 

日本工業規格 

Ａ列３番まで 

白黒 １枚 １０円 

カラー １枚 ２０円 

その他の場合 実費相当額 

上記以外の方法により作成する場合 実費相当額 

写しの送付に要する費用 郵便料金の額 
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様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務届出書 

                                      年  月  日 

 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏  名  様 

                             実施機関名 

 

 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第８条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

個 人 情 報 取 扱 

事 務 の 名 称 
 

届出 

番号 
 

個 人 情 報 取 扱 

事 務 の 目 的 
 

個 人 情 報 の 

対 象 者 
 

個

人

情

報

の

項

目 

基 本 的 事 項 

□氏  名   □住  所   □生年月日等  □性  別 

□個人番号   □本籍・国籍  □電話番号   □印影 

□       □       □       □ 

経 歴 ・ 成 績 等 

□学業・学歴  □職業・職歴  □地  位   □資格・免許 

□成績・評価  □賞  罰   □       □ 

□       □       □       □ 

財 産 ・ 経 済 

□所得・収入  □資産状況   □取引状況   □公的扶助 

□       □       □       □ 

□       □       □       □ 

心 身 

□健康状態   □身体状況   □傷病歴    □障  害 

□       □       □       □ 

□       □       □       □ 

そ の 他 生 活 

□家族状況   □居住状況   □社会的活動  □趣味・嗜好 

□       □       □       □ 

□       □       □       □ 

思 想 ・ 信 条 等 

□思想、信条及び宗教に関する事項 

□犯罪に関する事項 

□社会的差別の原因となるおそれのある事項 

取扱

根拠 

□法令等 
（法令・条例名    ） 

□審議会 

事務の開始年月日          年    月    日 

個 人 情 報 

の 収 集 方 法 

□本人から収集 

□本人以外から収集  条例第６条第２項第  号に該当 

 （法令等に根拠がある場合 法令・条例名             ） 

□目的外利用 

収 集 の 時 期 □定期（               ）  □随時 

保 存 年 限 □１年 □５年 □１０年 □永久 □（       ） 

記 録 形 態 □文書 □図画 □写真 □磁気テープ等 □その他（       ） 

電 子 計 算 機 

処 理 の 有 無 

□有〔通信回線による結合 □有（根拠 □法令等 □審議会） □無〕 

□無              （法令・条例名          ） 

委 託 の 有 無 □有（委託先            ）  □無 

担 当 
                     課          係 

電話番号                  内線 

個人情報保護管理者  

備 考 
 

 

（注） □のある欄は、該当する□内に✓印を記入してください。 
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様式第２号（第２条関係） 

 

個人情報取扱事務変更・廃止届出書 

 

                                     年  月  日 

 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏  名  様 

 

 

                            実施機関名 

 

 

 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第８条第２項又は第３項の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

 

個 人 情 報 取 扱 

事 務 の 名 称 

 

 

 

届出番号  

届 出 の 区 分   □変更  □廃止 
変 更 ・ 廃 止 の 

年 月 日 
  年  月  日 

変 更 ・ 廃 止 の 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 内 容 

変  更  前 変  更  後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 
                     課          係 

電話番号                  内線 

個 人 情 報 保 護 

管 理 者 
 

備 考 

 

 

 

（注）１ 「届出番号」欄には、個人情報取扱事務届出書の届出番号を記入してください。 

   ２ □のある欄は、該当する□内に✓印を記入してください。 
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様式第３号（第５条関係） 

 

保有個人情報目的外利用等届出書 

 

                                     年  月  日 

 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏  名  様 

 

 

                          実施機関名 

 

 

 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１３条の２の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

個 人 情 報 取 扱 

事 務 の 名 称 

 

 
届出番号  

目 的 外 利 用 等 

の 区 分 

(1) 保有個人情報 

□ 目 的 外 利 用（利用先                    ） 

□ 外 部 提 供（提供先                    ） 

(2) 保有特定個人情報 

□ 目 的 外 利 用（利用先                    ） 

□ 利 用（利用先                    ） 

□ 外 部 提 供（提供先                    ） 

目的外利用等を 

し た 個 人 情 報 

取扱事務の名称 

 

目 的 外 利 用 等 

を し た 理 由 

 

 

 

目 的 外 利 用 等 

をした個人情報 

の 項 目 

 

 

 

目 的 外 利 用 等 

の 根 拠 

□ 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１２条第１項第  号に

該当 

  法令等に根拠がある場合 

法令・条例名                

 □ 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１３条ただし書 

 □ 熊谷市個人番号の利用に関する条例第３条第２項又は深谷市個人番

号の利用に関する条例第３条第３項又は寄居町個人番号の利用に関す

る条例第４条第３項 

 □ 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第１９条 号 

目 的 外 利 用 等 

の 期 間 
       年  月  日から      年  月  日まで 

担 当 
                    課          係 

電話番号                  内線 

個 人 情 報 保 護 

管 理 者 
 

備 考  

（注）１ 「届出番号」欄には、個人情報取扱事務届出書の届出番号を記入してください。 

   ２ □のある欄は、該当する□内に✓印を記入してください。 



 102 

様式第４号（第６条関係） 

 

自己情報開示請求書 

 

                                     年  月  日 

 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏  名  様 

 

                            住  所 

                        請求者 氏  名 

                            電話番号 

 

 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、次のとおり自己情報の開

示を請求します。 

開示請求に係る

自己情報の名称

又 は 内 容 

（開示請求する自己情報が特定できるよう、自己情報の名称又は内容を具体

的に記入してください。） 

開示方法の区分 □ 閲覧     □ 視聴     □ 写しの交付 

 

※ 代理人による開示請求の場合は、次の欄も記入してください。 

本 人 の 住 所 

及 び 氏 名 

住 所  

氏 名  

電 話 番 号  

本 人 と の 関 係 
□ 未成年者の法定代理人    □ 成年被後見人の法定代理人 

□ 本人の委任による代理人 

（法定代理人の 

場合のみ記入） 

本 人 の 状 況 

□ 未成年者 □ １５歳未満     □ １５歳以上 

□ 成年被後見人 

（注）１ 各欄に必要事項を記入し、該当する□にレ印を記入してください。 
２ 請求の際には、請求者本人であることを証明する書類を提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人が請求する場合は、２の書類のほか、本人の法定代理人であることを証明する
書類（戸籍謄本、登記事項証明書等）を提出し、又は提示してください。また、本人が未成
年者で１５歳以上の場合は、本人の同意書が必要です。 

４ 本人の委任による代理人が請求する場合は、２の書類のほか、本人の記名及び押印がある
委任状並びに当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書を提出し、又は提示してく
ださい。ただし、本人の委任による代理人が請求できるのは、保有特定個人情報に限られま
す。 

 

※ 次の欄は、記入する必要がありません。 

請 求 者 の  

確 認 方 法 

□ 運転免許証     □ 旅券 

□ 写真付証明書（            ） 

□ その他（                         ） 

代 理 人 資 格 の 

確 認 方 法 

□ 戸籍謄本   □ 登記事項証明書 

□ 委任状・印鑑登録証明書 

 □ その他（                         ） 

担 当 
          課          係 

電話番号               内線 

備 考 
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様式第５号（第８条関係） 

自己情報開示決定通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の開示については、次のとおり開示すること

と決定しましたので、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１８条第２項の規定により通知します。 

 

開示請求に係る 

自 己 情 報 の 

名 称 又 は 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

開示方法の区分 

 

 □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付 

 

開 示 の 日 時 

及 び 場 所 

日 時 

                 午前 

     年   月   日（ ）     時   分 

              午後 

場 所 

 

 

 

 

担 当 

 

                     課          係 

電話番号                   内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
 

 

（注）１ 自己情報の開示を受ける際には、この通知書を提示するとともに、本人又は法定代理人若し

くは本人の委任による代理人であることを証明する書類を提出し、又は提示してください。 

   ２ 開示の当日都合が悪い場合は、あらかじめその旨を連絡してください。 
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様式第６号（第８条関係） 

自己情報部分開示決定通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

               様 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の開示については、次のとおり自己情報の一

部を開示することと決定しましたので、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１８条第２項の規定

により通知します。 

開示請求に係る 

自 己 情 報 の 

名 称 又 は 内 容 

 

 

 

開示方法の区分 □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付 

開 示 の 日 時 

及 び 場 所 

日 時 

                  午前 

     年   月   日（ ）      時    分 

               午後 

場 所  

開示することが 

で き な い 部 分 

及 び 理 由 

（開示することができない部分） 

 

大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１５条第３項第  号に該当 

（理由） 

 

 

自己情報の全部 

を開示すること 

が で き る 期 日 

   年  月  日以後であれば、請求に係る自己情報の全部を開示する

ことができますので、同日以後に改めて開示の請求をしてください。 

担 当 
                    課          係 

電話番号                  内線 

備 考  
請求 

番号 
 

 

（注）１ 自己情報の開示を受ける際には、この通知書を提示するとともに、本人又は法定代理人若し 

くは本人の委任による代理人であることを証明する書類を提出し、又は提示してください。 

   ２ 開示の当日都合が悪い場合は、あらかじめその旨を連絡してください。 

   ３ 「自己情報の全部を開示することができる期日」の欄には、請求に係る自己情報が期間の経 

    過により開示することができるもので、かつ、その期日を明示することができる場合に記入し 

    てあります。 

４ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大里広域市町村圏組合管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

５ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、大里広

域市町村圏組合を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において大里広域

市町村圏組合を代表する者は、大里広域市町村圏組合管理者です。ただし、この決定があった

ことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 
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様式第７号（第８条関係） 

自己情報不開示決定通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の開示については、次のとおり開示しないこ

とと決定しましたので、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第１８条第２項の規定により通知しま

す。 

 

開示請求に係る 

自 己 情 報 の 

名 称 又 は 内 容 

 

 

 

 

開示することが 

で き な い 理 由 

                   第 15 条第 3 項第  号   

大里広域市町村圏組合個人情報保護条例              に該当 

                   第 16 条 

（理由） 

 

 

 

 

自己情報を開示 

す る こ と が 

で き る 期 日 

 

 

   年  月  日以後であれば、請求に係る自己情報の全部を開示する

ことができますので、同日以後に改めて開示の請求をしてください。 

 

 

担 当 

 

                    課          係 

電話番号                  内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
 

 

（注）１ 「自己情報を開示することができる期日」の欄には、請求に係る自己情報が期間の経過によ

り開示することができるもので、かつ、その期日を明示することができる場合に記入してあり

ます。 

２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大里広域市町村圏組合管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

３ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、大里広

域市町村圏組合を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において大里広域

市町村圏組合を代表する者は、大里広域市町村圏組合管理者です。ただし、この決定があった

ことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 
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様式第８号（第８条関係） 

自己情報開示決定等期間延長通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の開示については、大里広域市町村圏組合個

人情報保護条例第１８条第４項の規定により、次のとおり決定する期間を延長しましたので通知します。 

 なお、開示の可否の決定をしたときは、速やかに通知します。 

 

開示請求に係る 

自 己 情 報 の 

名 称 又 は 内 容 

 

 

 

 

 

条 例 第 １ ８ 条 

第 １ 項 に 規 定 

す る 決 定 期 間 

 

          年     月     日から 

 

          年     月     日まで 

 

延長後の決定期間 

 

          年     月     日から 

 

          年     月     日まで 

 

延 長 す る 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 

 

                     課          係 

電話番号                    内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
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様式第９号（第１０条関係） 

自己情報訂正等請求書 

                                      年  月  日 

   大里広域市町村圏組合 

   管理者  氏   名 様 

                            住  所 

                        請求者 氏  名 

                            電話番号 

 

 大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第２１条第１項の規定により、次のとおり自己情報の訂正等

を請求します。 

訂 正 等 の 請 求 

に係る自己情報 

の名称又は内容 

（訂正等の請求をする自己情報が特定できるよう、自己情報の名称又は内容を具体的に

記入してください。） 

 

 

 

 

請求内容の区分 □ 訂正   □ 削除   □ 利用の中止   □ 提供の中止 

訂正等を求める 

内 容 及 び 理 由 

（どのように訂正等するのか具体的に記入してください。） 

 

 

 

 
※ 代理人による訂正等の請求の場合は、次の欄も記入してください。 

本 人 の 住 所 

及 び 氏 名 

住 所  

氏 名  

電 話 番 号  

本 人 と の 関 係 
□ 未成年者の法定代理人    □ 成年被後見人の法定代理人 

□ 本人からの委任を受けた代理人 

（法定代理人の 

場合のみ記入） 

本 人 の 状 況 

□ 未成年者 □ １５歳未満     □ １５歳以上 

□ 成年被後見人 

（注）１ 各欄に必要事項を記入し、該当する□内に✓印を記入してください。 

   ２ 請求の際には、請求者本人であることを証明する書類を提出し、又は提示してください。 

   ３ 法定代理人が請求する場合は、上記の書類のほか、本人の法定代理人であることを証明する 

    書類（戸籍謄本等）を提出し、又は提示してください。また、本人が未成年者で１５歳以上の 

    場合は、本人の同意書が必要です。 

４ 本人の委任による代理人が請求する場合は、２の書類のほか、本人の記名及び押印がある委
任状並びに当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書を提出し、又は提示してくださ
い。ただし、本人の委任による代理人が請求できるのは、保有特定個人情報に限られます。 

 

 次の欄は記入する必要がありません。 

請 求 者 の 

確 認 方 法 

□ 運転免許証     □ 旅券 

□ 写真付証明書（            ） 

□ その他（                         ） 

代 理 人 資 格 の 

確 認 方 法 

□ 戸籍謄本   □ 登記事項証明書 

□ 委任状・印鑑登録証明書 

□ その他（                         ） 

担 当 
          課          係 

電話番号               内線 

備 考  
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様式第１０号（第１１条関係） 

自己情報訂正等決定通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の訂正等については、次のとおり訂正等をす

ることと決定しましたので、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第２２条第２項の規定により通知

します。 

 

訂 正 等 の 請 求 

に係る自己情報 

の名称又は内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求内容の区分 

 

□ 訂正  □ 削除  □ 利用の中止  □ 提供の中止 

訂 正 等 を し た 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

訂 正 等 を し た 

年 月 日 

 

            年     月     日 

 

 

担 当 

 

                    課          係 

電話番号                  内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
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様式第１１号（第１１条関係） 

自己情報部分訂正等決定通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の訂正等については、次のとおり自己情報

の一部について訂正等をすることと決定しましたので、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第２２

条第２項の規定により通知します。 

 

訂 正 等 の 請 求 

に係る自己情報 

の名称又は内容 

 

 

 

 

請求内容の区分 □ 訂正  □ 削除  □ 利用の中止  □ 提供の中止 

訂 正 等 を し た 

内 容 

 

 

 

 

訂 正 等 を し た 

年 月 日 
            年     月     日 

訂正等をしない 

部 分 及 び 理 由 

（訂正等をしない部分） 

 

 

（理由） 

 

 

担 当 
                    課          係 

電話番号                  内線 

備 考  
請求 

番号 
 

 

（注）１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大里広域市町村圏組合管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、大里広

域市町村圏組合を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において大里広域

市町村圏組合を代表する者は、大里広域市町村圏組合管理者です。ただし、この決定があった

ことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 
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様式第１２号（第１１条関係） 

自己情報不訂正等決定通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

 

               様 

 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

     年  月  日付けで請求のあった自己情報の訂正等については、次のとおり訂正等をしな

いことと決定しましたので、大里広域市町村圏組合個人情報保護条例第２２条第３項の規定により通知

します。 

 

訂 正 等 の 請 求 

に係る自己情報 

の名称又は内容 

 

 

 

 

 

 

請求内容の区分 

 

□ 訂正  □ 削除  □ 利用の中止  □ 提供の中止 

訂正等をしない 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 

 

                    課          係 

電話番号                    内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
 

（注）１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大里広域市町村圏組合管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、大里広

域市町村圏組合を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において大里広域

市町村圏組合を代表する者は、大里広域市町村圏組合管理者です。ただし、この決定があった

ことを知った日（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）

の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 
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様式第１３号（第１１条関係） 

自己情報訂正決定等期間延長通知書 

                                    文書記号第   号 

                                    年   月   日 

 

               様 

 

                              大里広域市町村圏組合 

                              管理者  氏    名  □印  

 

      年  月  日付けで請求のあった自己情報の訂正等については、大里広域市町村圏組合

個人情報保護条例第２２条第４項の規定により、次のとおり決定する期間を延長しましたので通知しま

す。 

 なお、訂正等の可否の決定をしたときは、速やかに通知します。 

 

訂 正 等 の 請 求 

に係る自己情報 

の名称又は内容 

 

 

 

 

 

条 例 第 ２ ２ 条 

第 １ 項 に 規 定 

す る 決 定 期 間 

 

          年     月     日から 

 

          年     月     日まで 

 

延長後の決定期間 

 

          年     月     日から 

 

          年     月     日まで 

 

延 長 す る 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 

 

                    課          係 

電話                    内線 

 

備 考 

 

 
請求 

番号 
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   ○大里広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審議会条例 

                                  平成14年12月4日 

                                  条例第8号  

 

 （設置） 

第１条 大里広域市町村圏組合情報公開条例（平成１4年条例第６号。以下「情報公開条例」という。）に基

づく情報公開制度及び大里広域市町村圏組合個人情報保護条例（平成１４年条例第７号。以下「個人情報

保護条例」という。）に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、大里広域市町村圏組

合情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、情報公開条例第２条第１号及び個人情報保護条例第２条第１号に規定する実施機関が、

情報公開条例及び個人情報保護条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について審議し、

答申する。 

２ 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について調査審議し、実施機

関に対して意見を述べることができる。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、組合構成市町の住民及び識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （意見聴取等） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見

若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例 

                                 平成14年12月4日 

                                 条例第9号  

平成25年3月29日条例第 1号 

平成28年3月23日条例第 4号 
 

 （設置） 

第１条 大里広域市町村圏組合情報公開条例（平成１４年条例第６号）第１２条の２及び大里広域市町村圏

組合個人情報保護条例（平成１４年条例第７号）第２４条の２の規定に基づく実施機関の諮問に応じ、審

査請求について審査するため、大里広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）を置く。 

 （組織） 

第２条 審査会は、委員３人で組織し、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちか

ら、管理者が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 （会長） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審査会の会議は、公開しないものとする。 

 （意見聴取等） 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席

を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年3月29日条例第1号抄） 

 この条例は、平成２５年７月１日から施行する。  

附 則（平成28年3月23日条例第4号抄） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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第６章 公平委員会 

   ○大里広域市町村圏組合公平委員会設置条例 

                                  昭和47年4月24日   

                                  条例第22号   
 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第

７条第３項の規定に基づき、大里広域市町村圏組合公平委員会を設置する。 

      附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合公平委員会規則 

                                  昭和59年2月6日  

                                  規則第1号 

改正 平成17年 3月30日規則第 5号 

 

  （目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第１１条第５項の規

定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。 

 （会議） 

第２条 公平委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が召集する。 

２  委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。 

 （会議の公開） 

第３条 会議は委員の過半数の同意によって公開することができる。 

 （幹事） 

第４条 事務職員は幹事として会議に出席する。 

 （議事日程） 

第５条 議事日程は幹事が委員長の命を受けて作成する。 

 （議事録） 

第６条 法第１１条第４項の議事録は幹事が作成する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成17年3月30日規則第５号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
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   ○勤務条件に関する措置の要求に関する規則 

                                  昭和59年2月6日 

                                  規則第3号  

改正 平成19年 3月30日規則第 5号  

 

  （目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４８条の規定に基づき、大里広域市町村

圏組合職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 （準用） 

第２条 職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の結果執るべき措置に関しては、法令その他別に

定めるものを除くほか、熊谷市勤務条件に関する措置の要求に関する規則（平成１７年熊谷市公平委員会

規則第２号）の規定を準用する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年3月30日規則第3号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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   ○不利益処分についての審査請求に関する規則 

                                  昭和59年2月6日 

                                  規則第2号  

改正 平成17年 3月30日規則第 4号  

   平成19年 3月30日規則第 4号 

   平成28年 3月25日規則第 3号 

  

 （目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条第８項及び第５１条の規定に基づき、

大里広域市町村圏組合職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分（以下「不利益処分」という。）に

ついての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （準用） 

第２条 職員の不利益処分についての審査請求に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、熊谷市不

利益処分についての審査請求に関する規則（平成１７年熊谷市公平委員会規則第３号）の規定を準用する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成17年3月30日規則第4号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成19年3月30日規則第4号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成28年3月25日規則第3号抄） 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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   第７章 分限、懲戒 

   ○大里広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び 

    効果に関する条例 

                                  昭和47年4月24日 

                                  条例第9号 

                               改正 平成18年11月16日条例第 5号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２７条第２項及

び第２８条第３項の規定に基づき、休職の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定する

ことを目的とする。 

 （休職の事由） 

第２条 職員が、法第２８条第２項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場

合においては、これを休職することができる。 

（1） 組合の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、組合が特に援助又は配慮することを要する公共的団 

体の必要に基づき、その職員の職務と関連があると認められる当該公共的団体の業務に従事する場合 

(2)   組合の事務又は事業と密接な関連を有する公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると

認められる当該機関の業務に従事する場合 

 （降任、免職及び休職の手続き） 

第３条 任命権者は、法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職す

る場合又は同条第２項第１号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師２人以上

を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。 

２ 職員の降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければ

ならない。 

 （休職の効果） 

第４条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、

第２条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも３年を超えない範囲内に

おいて、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。 

２ 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、す

みやかに復職を命じなければならない。 

３ 法第２８条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属す

る間とする。 

 （休職者の身分取扱い） 

第５条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。 

２ 休職者に対する休職期間中の給与については、大里広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例（昭

和４７年条例第１４号）で別に定める。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

附 則（平成18年11月16日条例第5号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例 

                                  昭和59年3月31日 

                                  条例第3号  

改正 平成17年10月 1日条例第 1号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の２第１項から第３項まで、第

２８条の３並びに第２８条の４第１項及び第２項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （定年） 

第２条 職員の定年に関しては、熊谷市職員の定年等に関する条例（平成１７年熊谷市条例第３２号）の例に

よる。 

   附 則 

 この条例は、昭和６０年３月３１日から施行する。 

附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

                                  昭和47年4月24日 

                                  条例第10号 

                               改正 平成12年 3月31日条例第 1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第４項の規定に基づき、職員の

懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （懲戒の手続） 

第２条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付し

て行わなければならない。 

 （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額の１０分の１以下に相当する額を給与から減ずるも

のとする。 

 （停職の効果） 

第４条 停職の期間は、１日以上６月以下とする。 

２ 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。 

３ 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成12年3月31日条例第1号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   第８章 服 務 

   ○大里広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例 

                                  昭和47年4月24日 

                                  条例第5号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条の規定に基づき、職員の服務の

宣誓に関し規定することを目的とする。 

 （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式

による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

 

別記様式  

 

宣    誓    書 

 

私は地方公務員としての責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを 

固く誓います。 

 

年   月   日 

氏    名                 印  
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   ○大里広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の 

    特例に関する条例 

                                  昭和47年4月24日 

                                  条例第6号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３５条の規定に基づき、職務に専念す

る義務の特例に関し定めることを目的とする。 

 （職務に専念する義務の免除） 

第２条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の

承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

 (1) 研修を受ける場合 

 (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

  (3) 前２号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び 

    休暇に関する条例 

                                  平成8年3月29日 

                                  条例第1号 

                               改正 平成17年10月 1日条例第 1号 

 

 大里広域市町村圏組合職員の勤務時間等に関する条例（昭和５６年条例第１号）の全部を改正する。 

 大里広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、熊谷市職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例（平成１７年熊谷市条例第３７号）の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

 （大里広域市町村圏組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止） 

第２条 大里広域市町村圏組合職員の休日及び休暇に関する条例（昭和４７年条例第８号）は廃止する。 

   附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例 

                                  平成4年12月2日 

                                  条例第3号 

改正 平成17年10月 1日条例第 1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条第１項、第３条第２項、第５条第２項、第７条並びに第９条第１項及び第２項の規定に

基づき職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２条 職員の育児休業等に関しては、熊谷市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年熊谷市条例第３８ 

 号）の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

 （大里広域市町村圏組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

２  大里広域市町村圏組合職員の休日及び休暇に関する条例（昭和４７年条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条を次のように改める。 

 第７条 削除 

   附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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   第９章 附属機関 

   ○大里広域市町村圏組合執行機関の附属機関に関する条例 

                                       昭和47年4月24日 

                                       条例第11号 

                                    改正 昭和47年 7月 1日条例第24号 

                                       平成 7年 3月31日条例第 3号 

                                       平成11年 4月 1日条例第 1号 

                                       平成13年 3月30日条例第 2号 

                                       平成14年12月 4日条例第 5号 

                                       平成15年 3月31日条例第 5号 

平成18年 3月31日条例第 2号 

                                  平成20年11月28日条例第 3号 

                                                                    平成22年11月26日条例第 1号 

                                  平成28年 3月23日条例第 2号 

 

  （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する組合の執行

機関の附属機関（以下「附属機関」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

  （設置） 

第２条 法律又はこれに基づく政令により設置されたもの及び附属機関として置くものは、別表のとおりと

する。 

 （報酬） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）に対しては、日額、月額又は年額をもって報酬を支給す

る。 

２ 報酬の額は日額をもって定める場合は、１０，０００円を超えない範囲内において、月額又は年額をも

って定める場合は、その者の1月又は１年における勤務日数に応じて日割計算をしたときにおける日額相当

額が１０，０００円を超えない範囲内において、それぞれ管理者が定める。 

３ 大里広域市町村圏組合介護認定審査会の委員に支給する報酬の額は、前項の規定にかかわらず、日額が

１８，０００円を超えない範囲内において、管理者が定める。 

 （費用弁償） 

第４条 委員が職務のための旅行をしたときは、その費用を弁償する。 

２ 費用弁償の額は、大里広域市町村圏組合特別職職員の給料等に関する条例（昭和４７年条例第１３号）

の例による。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和47年7月1日条例第24号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成7年3月31日条例第3号） 

 この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成11年4月1日条例第1号） 

 この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成13年3月30日条例第2号） 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成14年12月4日条例第5号） 

 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成15年3月31日条例第5号） 

 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成18年3月31日条例第2号） 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成20月11月28日条例第3号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

      附 則（平成22月11月26日条例第2号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成28年 3月23日条例第2号） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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別表 

附 属 機 関 名 職          務 

公務災害補償認定審査会 議会の議員その他非常勤の職員の受けた災害が公務上のものであるかどうかにつ

いて、実施機関の諮問に応ずる。 

公務災害補償審査会 議会の議員その他非常勤の職員の受けた災害に対し、実施機関の行う公務上の災

害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服のある者

からの申し立てに応じ審査し、裁定等を行う。 

大里広域市町村圏組合介護認定審

査会 

介護保険制度における要介護及び要支援の認定に関し、審査､判定等を行う。 

大里広域市町村圏組合情報公開・個

人情報保護審議会 

情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し、実施機関の諮問に応じ、審議

し、答申するとともに、建議する。 

大里広域市町村圏組合情報公開・個

人情報保護審査会 

情報公開制度及び個人情報保護制度における審査請求について、実施機関の諮問

に応じ、審査し、答申する。 

大里広域市町村圏組合介護保険運

営協議会 

介護保険に係る施策の企画立案及びその実施に関し、管理者の諮問に応じ、審議

し、答申するとともに、建議する。 

大里広域市町村圏組合行政不服審

査会 

行政不服審査法による審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法令又

は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

 

 


